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平成３０年第３回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第４号） 

 

                            平成３０年９月１２日（水曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ２５番 山本はるひ議員 

      １．行政サービスのアウトソーシング（外部委託）について 
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    １０番 相馬 剛議員 

      １．水防対策について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、25番、山本はる

ひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 皆さん、おはようご

ざいます。山本はるひです。 

  通告に従い市政一般質問を行います。 

  １、行政サービスのアウトソーシング（外部委

託）について。 

  人口が減る傾向なのに高齢者はふえていく中で、

市民サービスへの要求は細分化、多様化する傾向

にあります。 

  一方で、厳しい財政状況が続き、職員数の制約

が強まる中で一定水準のサービスを維持していく

ためには、個々の行政サービスが必要か、直営で

提供する以外の方法はないのかという視点での見

直しを改めてすべきだと考えます。 

  ⑴市の行っている行政サービスについて、どの

ような形態でサービスの提供がなされているのか

伺います。 

  ⑵業務委託について。 

  ①どのような業務をどのような考えで委託にし

ているか、基本の考え方や共通の判断基準がある

か伺います。 

  ②アウトソーシングを行う際のガイドラインが

あるか伺います。 

  ③今後、窓口業務をアウトソーシングすること

を考えているか伺います。 

  ⑶指定管理者制度について。 

  どのような判断基準で指定管理者制度を導入す

る施設を決めているか伺います。 

  ②導入の成果などを評価する定期的な検証作業

を行っているか伺います。 

  ③市図書館を指定管理にしていますが、（仮称）

駅前図書館開館後の管理・運営について伺います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  山本はるひ議員の質問に順次お答えをしてまい

ります。 

  １の行政サービスのアウトソーシングについて

ということで、⑴の行政サービスの提供形態につ

いてお答えをいたします。 

  行政サービスの提供形態につきましては、市職

員が直接提供をしているほか、その業務内容に応

じ、外部への委託を実施しているところでありま

す。 
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  また、公の施設については、多くの施設で指定

管理者制度を活用してサービスの提供を行ってお

ります。 

  次に、⑵の業務委託についてお答えをいたしま

す。 

  まず、①の業務委託の考え方や判断基準につい

てですが、平成29年３月に策定をしました第２次

那須塩原市行財政改革推進計画において、業務の

外部化という取り組み項目を掲げており、事務事

業全般にわたり民間委託等を推進するという考え

方を定めております。 

  あわせて、市民サービスや業務の精度が低下し

ないように留意することや、個人情報の保護や守

秘義務の確保を図るため必要な措置を講ずること

などを定めており、これらが可能であるかどうか

を一つの判断基準としております。 

  次に、②のアウトソーシングを行う際のガイド

ラインについてですが、国が定めました「地方公

共団体の適正な請負（委託）事業推進のための手

引き」や、「地方公共団体の窓口業務における適

正な民間委託に関するガイドライン」がございま

すので、これらを用いて運用しております。 

  また、③の窓口業務のアウトソーシングの考え

方についてですが、今年度、窓口の業務委託を開

始した那須町の事例もございますので、こういっ

た先進事例を参考にしながら、本市での導入が可

能かどうか検討を進めてまいります。 

  次に、⑶の指定管理者制度についてお答えをい

たします。 

  まず、①の指定管理者制度を導入する判断基準

についてですが、指定管理者制度の目的である住

民サービスの向上、管理運営経費の節減が図られ

るかどうかという観点から、副市長を委員長とし

ます指定管理者選定委員会において導入の適否を

判断しております。 

  次に、②の定期的な検証作業についてですが、

毎年、施設ごとにサービスの提供、事業運営、施

設管理の３つの視点から指定管理者制度導入事業

調書を作成し、評価をしております。 

  また、利用者アンケートや施設所管課による年

２回以上のモニタリング等により、提供するサー

ビスや施設管理運営水準の向上に努めているとこ

ろであります。 

  最後に、③の（仮称）駅前図書館開館後の管

理・運営についてですが、（仮称）駅前図書館の

開館に伴い、新規事業の立ち上げや事業の見直し

等の必要が生じることから、平成32年３月の指定

管理者期間終了に伴い、当面は市が直接管理・運

営をしたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） それでは、再質問を

してまいりたいと思います。 

  まず最初に、市が行っている行政サービスにつ

いて。 

  合併以来続いているものが大変多いと思います

が、それぞれ必要か否か見直すつもりはないか伺

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 必要性、それから見直し

ということでございますが、当然そういった必要

はあるし、現にそういった見直しも行いながら進

めているというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 今回、行政サービス

の外部委託、アウトソーシングについてというこ

とで質問の項目を立ててはおりますが、これはや

はり、行政サービスそのものが今、不要なものが

ないか、必要なものが漏れていないかというよう
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なことを踏まえての質問ですので、今お聞きした

ところでございます。どうかこれは早い時期にき

ちんと全庁的に見直しをしていただきたいという

ふうに思います。 

  次に、今は直営でやっているものと外部に委託

しているものがあるというふうにお答えを市長か

らいただいたんですけれども、民間活力導入によ

る官民連携のＰＰＰあるいはＰＦＩなどによるも

のはないのか、あるいは市民との協働による行政

サービスということを行ってはいないのかについ

て伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 本市におきましては、Ｐ

ＰＰ、ＰＦＩ等を導入した事例は現在のところご

ざいません。 

  市民との協働という話になりますと、各種事業

で相当数あるかなと。幾つか例として申し上げま

すと、例えば各自治会活動への支援というのは一

つの代表的な形であり、またもう少し具体的にな

りますと、例えば男女共同参画の啓発紙「みいな」

というようなものもございますが、それらについ

ても協働という形で進めてきているというふうに

考えております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 官民連携による事業

というのは、余り大きくない行政では難しいとこ

ろが多いんではないかなというふうに、全国の事

例を見て思ってはおりますが、市民と協働で行っ

ていくということについては、那須塩原市におい

ては今後も積極的に進めていくものではないかと

いうふうに思っております。 

  今、自治会とか、あと男女共同参画の考え方の

中で住民と一緒に連携しながらやっていらっしゃ

るというお答えではあったんですけれども、市民

との協働によるサービスをする、あるいは市民サ

ービスを高めていくというときに、今、市として

何か課題があれば教えてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 市民協働を進める上での

課題ということですが、細かな事業それぞれを進

める中には個々の課題というのは当然ございます

が、大きく捉えますと、やはり協働を進めるには

いかにその目的を共有できるか、それから情報を

共有できるか、また私どもの立場に立って申し上

げれば、いかに適確な情報を協働の相手方にお伝

えできるかというようなところが課題ではないか

というふうに考えています。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） よくわかりました。

それがやっぱり課題なんだろうと思います。 

  情報共有ということについては、今までも何度

も申し上げてはいるんですけれども、その辺のと

ころは留意をしていただいて、直接やるものと外

部に任せてやるもの以外に、やはり市民と協働で

行うということについてもう少しきちんと考えて

いただければと思います。 

  次に、先ほどの答弁の中で、行政サービスは市

が直接行うものと外部に委託して行うものがある

という、その区分けをどうしているのか教えてく

ださい。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） その区分け、先ほどの市

長の答弁と重複することになるかと思いますが、

まずは住民サービスの向上につながるのか、それ

から管理運営経費といいますか経費の削減、それ

から効率化、そういったものにつながるかという

のが一番大きな区分けの区分であります。 
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○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 全ての行政サービス

を、ほとんどがもともと市が担っていたものを今

はそうではない部分もあるだろうと、民間に任せ

るものだってあるかもしれないということで、言

ってみれば保育園なんかはもう民営化もしている

という部分もあります。 

  それで、それでは市職員が今、直接提供してい

る行政サービスというのは全体の中でどれほどあ

るのか教えていただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 全体の業務の中でどのく

らいあるのかと、なかなか尺度が難しいところで

ありますが、一つ、平成30年度、今年度の実施計

画経常事業で申し上げますと、経常事業249事業

ございますが、全部の委託もしくは一部委託を含

めますと、そのうちの126事業が何らかの形で委

託している、予算上委託料を計上しているという

ことでございますので、これでいくと約半分とい

うことになります。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） どういう捉え方をす

るかということでこれは変わってくると思うんで

すが、今お聞きして、ああ、半分も外部の力をお

借りしているんだなということがわかって少し驚

きました。 

  先ほど行財政改革推進計画を使ってというよう

なことをおっしゃいましたが、行政サービスの提

供の仕方というものについては今後もできるもの

は外部に委託をする、いろんな形はあると思うん

ですが、そういう方針だというふうに捉えてよろ

しいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 先ほどもちょっと触れま

したが、効果があると判断したものについては外

部への委託というものを進めていきたいというふ

うに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 考え方の基本はわか

りました。 

  次に、⑵の業務委託についてお尋ねをしたいと

思います。 

  那須塩原市の行財政改革推進計画の中に業務の

外部化という部分が特化して取り出してあるんで

すけれども、そこを見ますと、スケジュールの中

に、外部化に係る指針を平成29年に作成して周知

をして30年運用となっておりますが、それはどの

ような指針なのか。その指針と現在の進捗状況を

伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 行財政改革推進計画の中

でうたっております外部化に係る指針、こちらに

つきましては平成29年度で結果的には策定してい

ないという状況でございます。 

  こちらの指針は、各所管において業務の委託、

それから必要に応じて人材の派遣等、そういった

ものを活用する際の指針となるようなものを想定

しております。 

  さらに、現在は、窓口業務のアウトソーシング

等も含めて全般にわたって方向性を検討している

というのが現在の状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 指針ができていない

というお答えだったんですが、そういたしますと

これはいつ指針ができて運用をしていく予定なの

かお聞かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） できるだけ早くという話

にはなりますが、実際、今、議員のご質問にあっ

たように、いつ策定ができて、いつ運用を始める

んだというのを明確に、申しわけございませんが、

お答えできるところまでの段階にはないというの

が実情でございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） できていなくて、で

きる見込みがはっきりここで言えないということ

であれば、できるだけ早くそれをつくって運用し

ていただきたいと言うほかないんですけれども、

第２次那須塩原市行財政改革推進計画というもの

はでき上がっておりまして、議員にももちろん配

付をされておりますが、その中では今話したこと

以外にも大変先進的なことが書いてありますし、

課題も問題も書いて、こうしたいという目標が書

いてあります。 

  それで、今なぜそのことを聞いたかというと、

市はどちらかというと、計画を立てて冊子にして

皆さんに配って、終わりとは言わないんですが、

配ったところで完結したというような感じで、実

際にそれを使っていくということをなかなか、や

らないと言っては失礼ですね、計画どおり進まな

いことが今までも多かったので、ここのところは

お聞きしたところです。 

  ぜひつくった冊子が置いてあるだけで使われな

いということにならないように、皆さんの知恵を

使ってしっかりとつくったものですので、企画部

でつくったものですので、ぜひ早くつくっていた

だいて、中に書いてあることを実行していただき

たいというふうに思います。 

  また、その同じ冊子の計画の中に、請負による

業務委託が困難な業務については人材派遣の活用

を検討するというふうに書いてございますが、こ

れの説明を求めます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 請負による業務委託が困

難な場合は人材派遣をという話でございますが、

実際に、法律上の問題がここに絡んでくるわけな

んですが、請負の形で委託契約をぼーんとした場

合には、職員が直接そこで働いている、そのお願

いをした方に指示をする、そういったことはでき

ない決まりになっております。 

  細かな業務をやる中でその職員が直接指示をし

ながら進めていただくのには、その法律上の課題

をクリアするのには人材派遣という方法を活用す

べきではないかという考え方のもとで計画の中に

盛り込んだというものでございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 確認をするのですが、

今の市役所のサービスの中で人材派遣というもの

は、今は使っていないということでよろしいです

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 本日現在入っているかど

うかというのはちょっと今持っておりませんが、

過去においては人材派遣という形でお願いをした

業務もございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） いろいろなアウトソ

ーシングの仕方があるので、人材派遣も一つのや

り方なんだろうなというふうに思うんですけれど

も、この辺のところは、何をどういうふうな外部

委託をするか、指定管理者制度も一つなんでしょ

うけれども、一部だけ外部委託するというものも

あるでしょうし、全部を外部委託に任せて責任は

市がとるという方法もあると思いますので、その
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辺は、どのサービスをどんな形でやったらいいか

ということをきちんと精査していただきたいとい

うふうに思います。 

  それで②に移るんですが、その際のきちんとし

たガイドラインを持っているかということに入る

んですが、今アウトソーシングでいろいろ行って

いる行政サービスの中で問題点あるいは課題は何

かお尋ねします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） いろいろな形でアウトソ

ーシングというのを行っておりますが、おおむね

現在、我々が想定した所期の目的は達成していた

だいているなというふうに考えておりますが、

個々に見ますと小さな、小さなといいますか、課

題はある。 

  こちらが想定した成果が最低限は達せられてい

るが、さらにプラスアルファ上積みするのにはど

ういう工夫が必要かというようなことであったり、

経費の削減効果、もう少しいける、可能性がある

ところをどうするか。どんどん進めていく中で最

初に想定していなかったけれどもできるんじゃな

いかと、そこをどういうふうにこれからやってい

くかというところが課題かなというふうに思って

います。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 外部に委託をしてい

るものはそれぞれ各課あるいは各係にたくさんあ

るんだと思うんですね、先ほど大きな業務にして

も半分ということでしたので。それを部長の認識

ではなくて市役所の職員が、直接携わっている

方々がきちんと認識をしているのかどうかお尋ね

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 私どもの職員は認識をし

て業務に当たっているというふうに思っておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） そういうお答えなん

だろうと思います。 

  それで、先ほども計画の中でつくっていないと

いうようなことをおっしゃいましたが、この那須

塩原市独自のアウトソーシングに関する大きな意

味でのガイドラインというのもつくらなければい

けないと思うんですが、それについてはどんなふ

うに考えておりますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 大きなところでは整理を

しておりますが、個々の細かな中身をガイドライ

ンでどれだけ詰められるか。本当に業務によって

多種多様で、ガイドラインが一律当てはまらない

という現状もございます。ただ、難しいから要ら

ないというものではない。できるだけのことはや

っぱり詰めていく必要はあるんだろうなというふ

うに思っています。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 前回質問した市単独

補助金のときにも思ったことなんですけれども、

種類によってというか、分野によって大変違うも

のだと思うんですね。行政サービスは特に違うも

のだと思いますので、ぜひ大きなものとそれぞれ

個々のサービスについて、どういう形で検証して

いくのか、あるいはどういうものであれば外に出

すのかというようなところのものは大変でもやは

りつくっていっていただかないと、会社と違って、

市の場合は担当職員が短いと２年、３年でかわっ

てしまいます。そのときに、外でやっている人た

ちに対する態度が変わると言うと変なんですが、
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そういうこともなきにしもあらずですので、その

指針だけはきちんと決めていただきたいというふ

うに思います。 

  次に、行政サービスというときに、市民に直接

かかわるもののほかにそのサービスを提供するた

めに職員が必要とする、内部の機器のリースとか

あるいはシステムを構築するための業務というも

のがあって、それが大変今多くなっているように

思います。決算書を見ても、もう額がちょっとつ

かめないくらい多くなっております。そういうも

のの委託料の基準や積算方法などに問題はないの

かということについてお尋ねをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） システム等の算出、積算

をするとき、おっしゃるように非常に難しい、専

門的、それからＩＴ化が進む中でどんどん変わっ

ていってしまう状況が現状です。 

  市では、一定のルールに基づいた設計単価の積

算等は行いますが、やはりその部分についても専

門家の目が入らないとなかなかいかないというこ

とで、その部分についても実はアウトソーシング

を行っております。専門家にチェックをしていた

だいて設計の額を決めて、その後、入札等にかけ

るというような流れをつくっております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 今までもシステムの

構築とかパソコン関係のことのお金が余りにも高

いのではないかというようなことをお聞きしたと

きに、わかったような、わからないようなお答え

を大分いただいておりまして、私もそういうとこ

ろが億単位だとよくわからないところがございま

したので、そういうものも含めて、それも専門家

に委託をするということですので、ぜひ、適正な

価格で行政サービスに資するものの委託をしてい

るのかということについてはやっぱり早目にやっ

ていただければというふうに思います。 

  それで③に入るんですが、窓口業務をアウトソ

ーシングするということも考えているということ

ではあったんですが、先ほどおっしゃってくださ

った総務省が出している国のガイドラインには、

窓口業務の民間委託を実施する際には労働者派遣

に該当しないように留意をするというふうに書い

てございます。このことについてどう考えている

かお知らせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 労働者派遣法に抵触しな

いようにというところ、先ほどちょっと触れまし

たが、業務委託、その請負としての委託と人材派

遣の差というのは実はそういうところ、具体的に

申し上げますとそういうところですね。窓口業務

を一体的に委託した場合には、実際に市役所の窓

口で働いて、その窓口で働いている方に市の職員

が直接細かな指示はできないという形になります。 

  実際どうやっているかといいますと、委託会社

の責任者の方とあらかじめ綿密な打ち合わせをし、

その中で業務委託をするという形になります。そ

こをしっかりと整理し、一括の業務委託がいいの

か派遣がいいのかというところの判断をする必要

があると思います。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 窓口業務のアウトソ

ーシングということについては、全国、本当にた

くさんの先進事例がございまして、そういう中で

問題もたくさん発生しています。今、部長がおっ

しゃったように、最前線の窓口を外に出して、そ

の後ろに、バックヤードというんですかね、ここ

に職員がいて、何か問題があるとそっちのほうに

行ってというようなときに、今おっしゃられた実
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際の責任者がその場にいるかどうかは、やっぱり

いないんではないかということもあると思うんで

すね。そういうことに関して、やはりしっかりと

失敗の事例あるいは成功の事例を見ていただきた

いというふうに思うんです。 

  先ほど那須町がというお話が出たんですけれど

も、那須町は規模も大分那須塩原市とは違います

し、まだ導入を始めたばかりですので、その那須

町を参考にするというのは少し、ほかのところを

参考にはしないのか、言葉のあやだったのかもし

れませんが、お尋ねしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） お隣、近くなので一つの

例として挙げさせていただいたということで、そ

のほかにも我々もさまざまな事例等を検証してい

るということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） わかりました。 

  どうか、私なんかが知っているよりもたくさん

の事例を多分、執行側のほうはわかっていらっし

ゃると思いますし、問題点もあるいは利点もよく

把握していらっしゃると思います。いつそういう

ことの導入を考えているのかはここではお聞きし

ませんけれども、窓口業務を外にアウトソーシン

グするという場合にはやはり、一度やってしまう

となかなか戻れないことですので、慎重に考えて

いただいて決めていただきたいというふうに、こ

れは要望いたします。 

  次に、⑶の指定管理者制度に移ります。 

  サービスの向上と経費の削減が目的だというの

は、もういつも言われていることですのでわかる

んですけれども、市は今100ぐらいの施設業務に

ついて指定管理者制度に出していると思いますけ

れども、これを選定委員会にかけるということで

すが、そこにかける前に実際にその業務をしてい

ることを、直営ではなくて、あるいは外部の業務

委託ではなくて指定管理者制度で運営するんだよ

というふうに提案をするのはどこの部門というか、

どういう方がするのか教えてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 指定管理者制度の導入に

ついての一番最初に声を上げるのはどこかという

ことですと、施設の所管課、担当課ということに

なります。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） そういうことだと思

うんですが、担当課は、それを提案するに当たっ

て、やはりサービス向上と経費の削減ということ

が見込めるから提案をするんだと思うんですが、

そういうときにはもちろん、雰囲気ではなくてデ

ータを示して提案していくんだと思うんですね。 

  そこの計算はどうやって、サービスが向上する、

それから経費は削減になるということを、その担

当課が持っているというか、どういう提出をする

のか教えてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 一定の調書を作成するわ

けですが、その中で、実際にこれまで行ってきて

かかっている経費、管理運営費であったり、人件

費も含めてですが、その総経費を現状として幾ら

だと、この後、指定管理に移行するに当たってど

のくらいだというような経費の比較等もその調書

の中で行うということになっております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 明らかなデータがあ

るということだと思うんですね。そうすると、指

定管理者制度は３年なり５年なりというスパンで
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制度を行ってきているんだと思うんですが、実際、

計算はして導入をして管理者に運営してもらって

いるけれども、やはり成果がどうなっているかと

いうことをきちんと検証しなければならないとい

うふうに思っています。 

  この検証をどうしているのかということを先ほ

どお聞きしたんですけれども、それはあくまでも

全て内部評価で行っているのかどうか教えてくだ

さい。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） この評価については内部

で行っております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 事業をやった調書を

毎年出してもらっていて、あとはアンケートとか

モニタリングをしているというようなことでした

が、内部の人が内部でやっているものを検証する

ということだけで、これ大変大きなお金がかかっ

ているものですので、それで本当にサービスが向

上して経費が削減になっているということがわか

るのかどうか、もう一度お尋ねします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 評価の仕方、内部、外部、

その仕方についてはありますが、評価の結果につ

いてはしっかりとした結果が出ているというふう

に考えております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 内部であってもしっ

かりとやっているということであればそれでいい

と思うんですが、一つだけ、利用者アンケートに

ついて私は自分の意見を述べたいと思います。 

  利用者アンケートというのは、まさに利用して

いる人にアンケートをとって、このサービスがど

うか、あるいはこれをもっと続けてほしいかとか

ということを聞くものになっておりますが、今、

こういうもののアンケートは、つまりこの後出て

きますが、例えば図書館だとすると、図書館とい

うのは那須塩原市の市民が誰でも使っていいもの

になっています。ですけれども、そこでアンケー

トをとると何をするかというと、図書館に来た、

つまり現在利用している人にアンケートを出すわ

けですよ。 

  そうすると、結果はおのずと見えてくる部分が

あって、こういうところは直してほしい、でもこ

れはあってほしいとかとなる。けれども、市の税

金でつくっているそういう施設に関しては利用し

ない人がいるわけですよね。図書館はたくさんの

人が利用していますけれども、全然利用しない。

それは、しないのか、できないのか、したくない

のかはわからないです。そういうことのアンケー

トをとらないと、市の、つまり公の施設のアンケ

ートとしては片手落ちなんではないかというふう

な意見がたくさんあります。 

  それで、私もそういう話を研修で聞いたり、あ

るいは自分で本を読んだりしていると、やはりこ

の利用者アンケート、市民アンケートというのは、

もうちょっと使っていない人のアンケートも聞く

ことによって非常に多様な意見が出てきて、実際、

これをどうするかというときに参考になるものだ

ということはほぼ自分で確証しております。ぜひ

その辺は、市の職員お得意の研究なり検証なりし

ていただきまして、今後の指定管理者制度の中に

生かしていただきたいというふうに思います。 

  そのほか、今、市は結構多くの施設で指定管理

者制度を導入していると思うんですが、まだ導入

してもいいと言われているもので導入していない

ものがあります。それについてはどういう考え方

なのか教えてください。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 指定管理者制度の対象と

なる施設でまだ導入をしていないという施設もご

ざいます。おおむね那須塩原市の場合には指定管

理者への移行が進んではおりますが、可能な中で

していない施設の例で申し上げますと、公民館、

それから博物館、保育園、児童クラブ、こんなと

ころが指定管理者という形にはなっておりません。 

  実体として、公民館については直営、保育園に

ついては直営と民営化という方法、それから児童

クラブについてはＮＰＯ法人への委託というよう

な形をとっており、現在、こういった形が現状で

の判断としてはいいだろうということで、那須塩

原市としてはここは指定管理に移っていないとい

うことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） そういうお答えをい

ただいて大変安心したところでございまして、私

の認識の中では、那須塩原市はもう指定管理者に

していいというところはほとんどしているという

ふうに思っておりましたので、今個別の言われた

施設につきましてはそうしないほうがいいだろう

なと思っておりましたので、大変安心いたしまし

た。方針が変わることもあるかもしれませんが、

それはこの後の質問に任せたいと思います。 

  なお、将来なくていいんではないか、あるいは

なくしてもいいんじゃないかというような施設あ

るいはサービスについて、指定管理者制度で運営

をしているという例をほかの市町村では聞くこと

があるんですが、那須塩原市ではそういうものは

ないですよね。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） ございません。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） ここまでで②の質問

を終わります。 

  次に、市の図書館の部分に入っていくんですが、

先ほど、今、指定管理者にしているものを直営に

戻すというようなお話でしたが、最初に、32年３

月で指定管理者制度が切れるということになって

おります。その後直営にするということは、駅前

図書館の開館が32年４月１日と考えてよいのか。 

  さらに、現在の図書館を移動するに当たっては

半年ぐらいの移動期間が必要だというふうに前に

聞いておりますが、そういたしますと、31年10月

には建物が完成するというふうに考えてよいかど

うか確認をしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 新しい駅前の図書館とい

うことなんですけれども、これにつきましては６

月の議員全員協議会の席のほうでも、現在の進捗

状況ということで、完成が平成31年９月末の見込

みということで申し上げていると思います。です

から、その後、準備なんかも含めると32年の春ご

ろというところ、これが開館ということで目指し

ている、そういうような状況になっています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 説明は受けていたん

ですが、駅前についてはいろいろなものが予定ど

おりにいっていなかったので、改めて確認をした

ところでございます。 

  次に、直営でやっていた図書館を指定管理者に

して７年になると思うんですけれども、それの総

括をお尋ねしたいと思うんですね。指定管理者制

度に移行してサービスは向上したのか、経費は本

当に削減になったのかということについてお聞か
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せください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 図書館のほう、直営から

指定管理ということでやったのは、平成24年度か

ら指定管理になっております。 

  当初、24年から28年まで５年間ということで、

今の指定管理の業者と違う業者のほうで請け負っ

ていた状況なんですが、指定管理にするに当たり

まして、その５年間、それから29年からまた別な

指定管理業者ということになりましたけれども、

毎年、おおむね5,000万強の経費のほうが節減さ

れているというような状況になっております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） サービスは向上して

いますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 同じように24年度からの

サービス向上ということなんですが、これは直営

でやったときと比較してということで、当初、指

定管理請け負った業者につきましては、開館時間

の延長であったり、休館日を減らしたというんで

すか、開館日をふやしたというようなところで、

利用できる機会を拡大したというところがサービ

スの向上につながっているかなと。 

  また、29年度からの指定管理の業者につきまし

ては、新規の取り組みということで、赤ちゃんタ

イムであったり読書通帳の運用というもの、これ、

市のほうからもやはり提案している部分はあるん

ですけれども、こういうところに取り組んでいた

だいているというところで指定管理の目的に合っ

たと。先ほどの経費節減も含めまして、管理運営

経費の節減であるとか、住民サービスの向上とい

うところの一つの目的には合っているかなという

ところで考えております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 今のお答えを聞くま

でもなく、実際に使っている私からするとそうい

うことなんだろうなと思うんですが、そのように

いいことずくめの図書館を直営に戻す理由を教え

てください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 今ある黒磯の図書館を直

営に戻すということではなくて、新たに駅前にで

きる図書館というところでまず直営ということな

んですが、これについては、施設も今までの黒磯

の図書館と異なる施設になるというような状況で、

どういう部分を指定管理でお願いできるのか、ま

たは全体を指定管理、いきなり指定管理というわ

けにはいかないと思いますので、その辺のところ。 

  またあと、指定管理をするに当たっても経費的

なところですね、どの程度の金額で指定管理とい

うものをお願いできるのかというのも含めてまず

は直営でやった中で、管理・運営面、こういうも

のを精査した中で、将来的には指定管理というも

のも視野に入れて検討をしていきたいという考え

のもと、まずは直営というところで考えていると

ころです。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 確認をするんですけ

れども、指定管理者でずっと全ての図書館と分館

も含めてしていただいていたものを全部直営にす

るという言い方は、７年前に市が行っていた、市

の職員で運営をしていた図書館に戻すということ

でいいんですか、それとも何か違う方法があるの

かもう少し説明をお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 以前までやっていた直営

というものは全て市の職員が配属されて運営して

いたというような状況になっています。 

  それで、この後の直営という部分については、

この後どういう方法で直営というものをやってい

くかというのも検討していかなくちゃならないと

は思いますけれども、一部は職員が直営というこ

とでやっぱりやらなくちゃならない部分、そこか

ら委託できる部分であったり嘱託できる部分であ

ったりというような方法については、この後検討

させていただきたいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 先ほど31年９月には

建物ができる、ちょうど１年後ということだと思

うんですね。その後、半年後には開館するという

ことになっていて、指定管理は32年３月31日まで

指定管理の期間にはなっているんですけれども、

今この時期になってまだこれから考えるというの

では遅いのではないかと思うんです。 

  確認するんですが、直営にするときに、じゃど

この部分だけは直営にして、どこを業務委託か派

遣かわからないんですが、するのかということの、

ここで決まっていないと言われてしまうと困るん

ですが、もう少し説明をしていただかないと、ど

んどんできていく建物を見ながらとても心配にな

ります。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 遅いということなんです

けれども、実際に今まで、どちらかというと建築

というほうに重点を置いてやっていたという部分

がやっぱりございます。なかなか管理・運営のほ

うの検討が進められていなかったというところな

んですけれども、これは早急に検討していかない

と、先ほど議員おっしゃったように開館に間に合

わないんじゃないかというところだと思いますの

で、早急な検討を進めていきたいと思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） すみません、もう一

度確認したいんですが、直営に戻すのは新しくで

きる駅前図書館だけなのか、ハロープラザと西那

須野図書館あるいは分室についてはどうするのか、

もう一度お聞かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 全体を直営にするのか、

あるいは駅前の図書館だけを直営にするのかとい

うことだと思いますけれども、これについても、

市の図書館のあり方というところも含めた中で早

急に検討していかなくちゃならないところだと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 既に館長になるべき

人が決まっていて、そういう形で募集をしていて

今も仕事をしている方がいる中で、再三、今まで

もお尋ねするたびに、見えないとか中のことはこ

れからだということではあったんですけれども、

もうあれだけ建物ができていて、先ほども申した

ように１年後にはでき上がる図書館について、こ

れから考えるというのは余りにも無責任だという

ふうに思いますので、ここで言えないだけなのか

もしれないんですけれども、図書館こそ市民が一

番使っている施設ですので、ぜひ早い時期に方針

を定めていただいてお知らせいただきたいという

ふうに思います。 

  図書館というのはやっぱり人なんですね。かな

めは人なんです。建物がどんなに立派でも、そこ
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で働く人がどうであるかでサービスも違ってくる

ものなんですね。今、指定管理者制度のもとで７

年間働いている人たち、短い人もいるんですが、

サービスの向上にはもうその力しかないんだとい

うふうに私は思っておりますので、そういう方、

ほとんど市内の方が働いておりますし、それを今

後どうするかわからないというような答えでは、

今後の市の図書館のあり方、駅前図書館のあり方

がとても心配になります。 

  先ほど新規事業の見直しをするから直営に戻す

というお答えをいただいたんですが、それの２つ

の具体的なものは何なのか、それによって指定管

理ではだめなのか、そこのところをお答えくださ

い。 

○議長（君島一郎議員） 市長。 

○市長（君島 寛） 種々、新図書館の管理・運営

についてご質問いただいているようでございます

が、山本議員の発行されている広報をちょっと私

も読ませていただいております。ちょっと読ませ

ていただきます。現在図書館で働いている人を大

切にしてという言葉がこの中にあるようでござい

ます。 

  今現在、教育委員会のほうから答弁があるよう

に、新しい図書館については一時直営でというふ

うなお話をしております。この内容についてはま

だ煮詰まっていない部分もありますので、私ども

行政の内部で明確な形で方針が決定をした場合に

は議会の皆様方にもきちんとした形でお示しをし

たいと考えます。 

  ３つの図書館が存在をしているわけですので、

その辺の位置づけも踏まえながら、きちんとした

形の方向性、計画性を持ってこれから進めてまい

りたいと考えております。 

  開館の期日があるわけでございますので、その

前にきちっとした形の市としての考え方、それは

お示しをしていきたいと考えます。 

○議長（君島一郎議員） 25番、山本はるひ議員。 

○２５番（山本はるひ議員） 市長から直接お答え

を、はっきりしたものをいただきましたので、図

書館についてはこれ以上質問をしないことにいた

します。 

  行政サービスのアウトソーシングについてお聞

きしたんですが、先ほども申したように、行政サ

ービスについてはまず全ての事業、行政サービス

の見直しから始めるべきではないかなと、ここに

立って質問しながら改めて感じたところでござい

ます。その後で、どういうものを外部化するのか、

どういうものを市民と一緒にやるかも含めて、そ

の運営方法を選択するのが筋ではないかなという

ふうに感じました。 

  それで、そのときに市民サービスが低下しない

かとか、コストは本当に下がるのか、あるいは地

域の連携とか市民協働の視点はどうなのかという

ようなことを考えて、外部に出す、アウトソーシ

ングするということはそれの引き受け手がいるわ

けですよね。その引き受け手というのは民間であ

ったりＮＰＯもあるみたいですが、大体は民間が

引き受けてくださるんですけれども、そういう民

間の方々、企業などがやっぱりそこの仕事のやり

がいを感じる、効率的にやっていこうという、よ

く市が使うインセンティブが働くかどうかという、

そこはかなめだと思いますので、そういうような

業務をアウトソーシングにすべきだというふうに

思います。 

  もう一つ、行政サービスの考えるときの一番重

要なことは、やはり事業やサービスのスクラップ

の推進だというふうに思います。不要な事業とか

サービスというのは絶対にあると思うんですけれ

ども、市民が新たな、時代が動いているので新し

いサービスを求めてくることも多いですし、そう
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いうときに、財源も人材も限られています。限ら

れている中で、やはり市の皆さんも市民の方々も、

そういう限りがあるものをどこにじゃ使うのかと

いうことを考えたときに、やっぱり何かをやめな

ければできないという時代に入ってきていると思

うんですね。わかっていらっしゃると思うんです

ね、市の方々は特に。市民は余りわかっていない

かもしれません。何でも市に言えばやってくれる

というような認識があると思うんですが、そうい

うことの再認識をすべきときだと思っています。 

  そのために何が必要かといえば、やっぱり事務

事業のしっかりした評価と検証だと思います。去

年でしたか、事務事業評価の質問をしたときに、

ことしはきちんとわかりやすくするために評価が

おくれているというふうに当時の部長が答えてお

りましたが、今それを見ると、私にとっては余り

変わったとは思っておりません。真剣にやってい

ただきたいというふうに思います。 

  それで、役割が終わったサービスや業務はもう

即刻廃止をする。廃止をするということは市の

方々にとっては一番できないことだと、この間、

研修の中で講師が強調しておりましたが、やはり

やめるという決断をしなければ新しいサービスは

できません。 

  市民にとっても、物すごく考え方や意識を変え

なければいけないときだというふうに思っていま

す。何でも市にやってもらおうというふうに要求

をしたら、じゃ税金上げてもいいんですかという

話になってきます。 

  先ほども申したように、市の方々も、それから

私も含めて市民の人たちも、行政に頼るサービス

とは何かということを真剣に考えるときに来てい

るというふうに思います。自分ができることは自

分でやる、あるいは民間を活用する。行政サービ

スそのもののあり方というのをやっぱり捉え直さ

なければいけない。執行側は市民に対してそうい

うものの啓発をしなければいけないというふうに

思っています。それが市民との協働のまちづくり

の原点なのではないかなというふうに思います。 

  ここで、最後になりますが引用をしたいと思い

ます。よく聞いていただきたいと思います、短い

ですので。 

  無駄の削減はもちろん、「無駄ではない行政サ

ービス等についても、その必要性に応じ、削減し

ていくことが必要となってきます。その中で、市

民ニーズの多様化や変化に合わせて、既存の行政

サービスを変化させ、タイムリーで効果的な行政

サービスを集中的に提供し、又は市民や企業と連

携しながらサービスの在り方を模索していく、そ

のような時代になってきているのだと思います。」 

  今、引用した部分は、昨年３月に策定した那須

塩原市の第２次行財政改革推進計画の初めの部分

に書いてある市長の言葉です。わかっているんだ

と思うんです。それで、今後何をしなければなら

ないかということは多分おわかりになっているん

だと思います。計画は刷新すれば終わりではあり

ません。実行していただきたいということを願っ

て、私の市政一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 市長。 

○市長（君島 寛） 山本議員のご意見を聞かせて

いただきました。 

  平成30年度の予算編成方針、皆様方にお配りを

してあるかと思いますが、その中には「スクラッ

プアンドビルド」、「選択と集中」という言葉が

入っております。この２つの項目を職員に徹底さ

せ、多くの事務事業について今精査をさせていた

だいているところであります。スクラップをする

もの、さらにビルドするもの、そういったものに

きちんと対応をしてまいりたいと考えております。 
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  また、最後にお言葉がありましたが、我々、第

２次の行財政改革推進計画、そういったものを立

ち上げておりますので、これに基づいて行政の執

行をしてまいりたいと考えます。 

○２５番（山本はるひ議員） ありがとうございま

した。 

○議長（君島一郎議員） 以上で25番、山本はるひ

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 金 子 哲 也 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、23番、金子哲也議

員。 

○２３番（金子哲也議員） 23番、金子哲也です。 

  質問します。 

  学校教育について。 

  ⑴昨今、東京オリンピックを控えているにもか

かわらずスポーツに関する不祥事が続発し、報道

をにぎわせています。また、社会面では、親子間

の争いや夫婦間の争いといった家庭内や親族間の

見苦しい大事件が多発しています。そして、幼い

子どもを巻き込んだ悲しく、むごいさまざまな事

件が後を絶ちません。 

  今、日本はどうなってしまったのか、大きな社

会問題となってしまったと考えています。このよ

うな状況になった原因には、教養やモラルの重視

をおろそかにしてきた教育にその一端があるので

はないかと考えます。 

  そこで、古くからの日本の伝統文化である武士

道精神のよいところをもう一度見直す必要がある

と考え、以下について伺います。 

  ①子どもたちを指導教育する学校の先生方に新

渡戸稲造の武士道を読んでいただいて、日本古来

の武士道や侍精神のよいところを先生方に学んで

いただき、それを間接的に子どもたちに伝えてい

くことで、日本独特の勇気や忍耐や慈悲の心を醸

成することができないか。また、そのことは先生

方の資質向上にもつながるのではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 

  ②教育者の資質向上についてはどのように考え

行っていますか。 

  ⑵この８月に山口県萩市に行政視察に行ってま

いりました。調査項目は、「松陰先生のことば」

の朗唱を１学期一つずつ、「３学期に分けて」と

いうのを、これ「２」に直してください、今現在

は２学期制になっているようです。６年間で、こ

れ「18」というのは「12」でした。間違えました。

12の文章を毎朝子どもたちが朗唱をする。それを

映像で見せていただきました。これらの文章を６

年間朗唱することで子どもたちには教養やモラル

が自然と身につき、物を考えたり志を立てるのに

どんなに役立つだろうと感心させられました。 

  そこで、以下について伺います。 

  ①偉人の残した言葉や古くから伝わる人の道を

説く文章などを子どもたちが毎朝朗唱し、それが

自然に身につくような学校での教育ができないで

しょうか。 

  ②志を持つ教育や、子どもたちが自分のやるべ

きこと、生きる目的を見つける教育をどのように

行っていきますか。 

  ③子どもたちに向けて教養教育、モラルの教育
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をどのように行っていきますか。 

  質問いたします。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 金子哲也議員の学校教育に関

するご質問にお答えをする前に、このご質問につ

きましては教育長からこの後答弁をさせていただ

きますが、それに先立ちまして私から一言申し上

げたいと存じます。 

  「太平洋の橋になりたい」という志を持ってい

た新渡戸稲造の武士道、あるいは明治維新の原動

力となった若き武士たちを教え導いた吉田松陰の

言葉を初め、偉人の残した言葉には現代の教育に

も通ずるすばらしい教えがあるのは事実でござい

ます。そしてまた、心を引かれるものがあるとい

うふうに考えております。 

  本市の先生方は、こういった先人の教えからも

学びながら、日々、教育的愛情と使命感を持って

子どもたちを指導しているところであります。 

  教職生活全体を通して学び続けようとする本市

の先生方なら、今後ともさまざまな研究を通して

成長し、そして本市が進める「人づくり教育」を

さらに充実させていってくれるものと大いに期待

をしているところであります。 

  この後につきましては教育長から答弁をいたさ

せます。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、私のほうから

学校教育につきまして順次お答えをさせていただ

きます。 

  初めに、⑴の古くからの日本の伝統文化である

武士道精神のよいところをもう一度見直すことに

ついてお答えを申し上げます。 

  まず、①の武士道や侍精神のよいところを教員

が学習し子どもたちに伝えることで、日本独特の

勇気や忍耐や慈悲の心を醸成することができない

かについてですが、新渡戸稲造氏の著書「武士道」

にはさまざまな道徳的要素が記されております。

日本古来の武士道精神に限らず、さまざまな道徳

的価値について書物を通じて触れることは、教員

の資質向上につながる一つのものというふうに考

えられます。 

  教員は、教育公務員特例法第21条に、絶えず研

修と修養に努めなければならないことが規定され

ておりまして、また多くの研修の機会も与えられ

ております。それらを通して教員みずからが一人

の人間として価値ある生き方を見出し、その姿を

子どもたちに範として示していくことが教育の原

点であろうと、このように思います。 

  その上で、日々の教育活動の中で子どもたちに

勇気や忍耐、慈悲の心なども醸成することができ

るものと、このように考えております。 

  次に、②の教育者の資質向上についてはどのよ

うに考え行っているかについてでございますが、

栃木県におきましては、求める教師像を「自信と

誇りをもって子どもたちと向き合える教師」と設

定し、今年度新たに教員のキャリア段階ごとに栃

木県教員育成指標、こういったものも定められて

おりまして、この指標に基づきさまざまな研修が

行われております。 

  本市におきましても、教職に対する強い情熱を

持ち、専門的力量や総合的な人間力を備えた教員

の育成に向け、形態はさまざまでございますが、

積極的に研修を行っているところであります。 

  一例を挙げますと、現在進めております「なす

しおばら学び創造プロジェクト」におきましては、

市教育委員会と学校とがチームを組み新しい授業

づくりを行う中で、教員の資質、特に次期学習指

導要領で求められている授業づくりに大切な単元
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構成力の向上を図っております。 

  今後引き続き、これらの研修や取り組みを通じ

て豊かな人間性、強い使命感、教育的愛情を有す

る教員の育成に努めてまいりたいと、このように

考えております。 

  次に、⑵の子どもたちに向けた教養やモラルの

教育についてお答えをいたします。 

  まず、①の偉人の言葉や古くから伝わる文章等

を活用した教育ができないかについてでございま

すが、本市におきましては、偉人を題材とした教

材を活用した教育活動を道徳教育の中で既に実践

しており、単に偉人の歴史的業績の大きさのみな

らず、挫折あるいは苦労といった側面にも焦点を

当てることにより、人間としての生き方をより深

く見詰めさせるような授業を行っております。 

  また、小学校におきましては、国語の授業の一

環として、いにしえの言葉や名言、古典作品など

を全員で声を合わせて読む群読、こういったもの

も行われております。 

  このような実践を通して、子どもたちに先人の

教えや知識・知恵、日本人としてのアイデンティ

ティーなどが育まれていくものと考えております。 

  次に、②の志を持つ教育や、子どもたちが自分

のやるべきこと、生きる目的を見つける教育をど

のように行っていくかについてでございますが、

各学校では、変化が激しい現代社会においても子

どもたちが将来に希望を持って自立的に自分の未

来を切り開いていくことができるよう、キャリア

教育を実施しております。 

  各教科や道徳、学級活動、中学校におきまして

はマイ・チャレンジ職業体験活動などを通し、子

どもたち一人一人がしっかりとした志を持ち、み

ずからの目指す将来の姿を実現することができる

よう、小学校の段階から系統的に社会的・職業的

自立のために必要な進路選択の能力あるいは態度

の育成に取り組んでいるところであります。 

  最後に、③の子どもたちに向けて教養教育、モ

ラルの教育をどのように行っていくかについてで

ありますが、本市誕生以来進めている「人づくり

教育」とは、子どもたちが将来、自分の夢や希望

を持ち、社会の一員としての責任を果たしながら

自己実現を図っていけるように、自分自身をしっ

かりと見詰め、自分の可能性に挑戦するなど、自

分の能力や適性について理解を深め、物の見方や

考え方、行動等に自己責任を持つ体験を通して、

義務教育９年間で人格の基盤づくりをすることで

あります。 

  これはまさに教養教育でありモラルの教育と、

このように考えております。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 教育長からとそれから

市長からと、お二人から答弁をいただきました。 

  さて、再質問いたします。 

  私が今回いても立ってもいられなくなってこの

質問をしたのは、実は、先日のサッカーワールド

カップの予選最終日のポーランド戦を見た結果で

あります。それまでは今回は質問はやめようかな

と思っていたんですが、いても立ってもいられな

くなったんですね。 

  日本がポーランドに１点差内で負けていれば決

勝進出ができるということが試合途中でわかった

んですね。そうすると、監督命令で十数分間にわ

たって試合を捨てて、残り十数分間を最後までパ

ス回しをして終わったわけですね。当然、何万人

もの観客はブーイング、ブーイングです。物すご

い大ブーイングになってしまいました。しかし、

選手は一切攻撃をせずに、自分の陣地のほうのゴ

ールキーパーの近くでパス回しをして終わったん

ですね。 

  １点差で勝っているチームがそのまま勝ち切る
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ために、最後の数分間、時間稼ぎをすることは

時々見ていましたけれども、負けているチームが

勝負を捨てて時間稼ぎをするというのは見たこと

もなかったですね。しかも、これがワールドカッ

プです。そして、アナウンサーも解説者も何と、

恥も知らずにそれをそのまま続けて、もう我慢し

て続けろ、続けろと応援発言をしていたんですね。 

  この恥ずべき行為はテレビを通して世界中の

人々の目に植えつけられたわけです。それまで世

界の強豪を相手に健闘してきた日本のチーム、こ

れは世界からも大いに評価を受けていました。そ

れが、もう日本なんか応援しないと、日本などや

られればいいと、フェアプレーから最も遠い日本

といったようなツイッターがあふれ返ったんです

ね。イギリスのＢＢＣ放送は、日本は世界の笑い

物になったと。ドイツ・ビルト紙は、Ｗ杯で最も

恥ずべき10分間だと書いています。一部の日本の

子どもたちにまで、こんな試合を見たくなかった

と言わせました。子どもには見せたくなかったで

す。 

  しかし、ほとんど誰も日本のスポーツ界で批判

する人がいませんでした。恐らく80％、いや、

90％以上の人たちが、決勝にさえ残ればあれでい

いんだと思っていたと思います。これはおかしい、

これは恥ずべきことだと大多数の人が思わなくな

ってしまったんですね。これが今の日本社会の現

状なのです。本当にむなしい思いになりました。

メディアも当初、初めの当惑とか恥辱をすぐに忘

れて、規則に従ったまでだと、監督は冷静な勝負

師だと浮かれているんですね。どの新聞も、これ

がおかしいという報道はありませんでした。また、

海外からの批判の声たくさんあったんだけれども、

載せる報道はほとんどありませんでした。 

  ただ勝てばいいというだけで今までの美しさや

善悪の判断を捨て、以前の日本のスポーツ、これ

今はどこへ行ってしまったんでしょうか。規則違

反さえしなければ何をしてもよいと、何でもする

という、こそくでこうかつな国に成り果ててしま

ったんでしょうか。これが日本代表の侍ジャパン

だったのかと武士道精神が泣いているのではない

でしょうか。 

  このことは、国家のイメージを損なう大不祥事

だったと思います。もしサッカー協会にプライド

があったら、フェアプレー精神にもとる戦いに恥

じて、同点で予選敗退となったセネガルチームに

決勝進出を譲るぞと言ってほしかったですね。そ

のときの監督は、責任を感じてかどうかは知りま

せんが、その後辞任しました。当然だと思います。 

  そして、このことでほとんどの国民が声を上げ

ないことに、私はこのまま放っておけないと考え

て、きょうの質問に至ったわけです。物事の価値

観に誇りを失ったらもうおしまいだと思います。

今、あっちやこっちやで誇りを失いそうになって

いることがいっぱいあります。そのことにみんな

で気づこうではありませんか。 

  長くなりましたけれども、さて本題に入ります。 

  新渡戸稲造の「武士道」では、武士道とは、武

士が教えられ従うように求められた道徳規律であ

ると言っています。それは、昔から受け継がれて

語られも書かれもしない無形のものでありますが、

そうであればこそ一層強く武士の行動を拘束し、

彼らの心に刻み込まれたものであると言っていま

す。 

  義もしくは正義は武士道の最も厳しい規律であ

って、裏取引や不正な企てほど恥ずべきことはな

いと、真っすぐに正々堂々とやることだと、正義

について説いています。その正々堂々ですよ。 

  勇気、すなわち正しいことを行う勇気、平静さ

を伴う勇気、忍耐を伴う勇気、武士道が単なる侍

ではなくて善人的な人格を目指すものであること
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を述べているんですね。 

  そしてまた、慈悲、哀れみの情、それは人間の

魂のうちで最も高貴な性質とされてきたものです。

武士の情け、最も勇敢な者は最も優しい者である

と、弱い者や敗れた者に対する慈悲も武士道の中

に生きています。 

  そのほか、礼、礼儀作法ですね、信用と誠実、

名誉と恥、忠誠心など、新渡戸稲造は武士道の心

を説いています。 

  これらのことが今の日本人にどれだけ大切であ

るか、必要であるか、今こそみんなで考えなけれ

ばならないときだと思います。このことは、今こ

こにいる皆さん、議員も含めて、執行部の部課長

さんもともに胸に手を当てて考えなければならな

いことだと思います。市長を初め、市の行政にか

かわっている皆さんも率先して武士道を読もうで

はありませんか。那須塩原こそ、この基本から再

スタートしようではありませんか。先生方だけで

なくて、市民全体の資質向上につながっていけば

と考える次第です。どう思いますか、お伺いしま

す。 

〔発言する人あり〕 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 答弁がなくても結構で

すけれども。 

  日本の独特の美しさ、これはまだまだ日本中に

残っています。この美しい日本の文化を少しでも

多く残していくのは、この時代に生きる我々の責

任だと思います。那須塩原市の学校の先生には、

特に夏休み、夏休みは長く休めますから、２冊、

３冊、この武士道に限りませんけれども、いい本

を選んでぜひ熟読してもらう、それをやるべきだ

と思います。学校の先生の質を高めることこそ、

今、大事なことではないでしょうか。そのことが

どれだけ子どもたちによい影響を及ぼすかはかり

知れません。 

  今、学校の教師に必要なのは、先生自身を強く

すること、自信を持てるようにすること、それに

よって学校教育の未来は開けてきます。教育は、

先生の側から教えるものなんですよ。先生と生徒

は同等だとか同じ目線だとか、そんなことは大間

違いですね。それでなくては、しつけは、教育は

成り立たないんですよ。先生が正しいと思う価値

観を上から教えなければできないんです。それだ

けに先生の資質の向上が、これはもう絶対的に必

要なんです。今、教育に大なたを振るわなくて、

いつやるんですか。教育長に全面的に期待したい

と思います。ひきょうを憎む心とか、勇気、正義、

忍耐、慈愛、誠実、誇りといった武士道精神を今

こそ取り戻そうではありませんか。いかがでしょ

うか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 冒頭から議員の熱い思い

を聞かせていただきまして、ありがとうございま

す。 

  私は実は、最初にお答えした後、この「武士道」

について先生たちに読んでほしいということと同

時に、ぜひ大人の人にも読んでほしいというよう

なことをおっしゃらないんでしょうかというふう

にお聞きしようと思ってしまったんですが、先生

方ももちろん、やっぱり私は大人の人こそこの武

士道について理解をするという、これに限らずで

すけれども、そういったことが大切だと思います。 

  なぜかというと、やっぱり子どもたちにとって

影響を与えるものは学校の先生だけではありませ

ん。ふだん接している大勢の大人、家庭あるいは

社会、そういった方々もやっぱり同じような思い

で子どもたちにしっかりとかかわっていく、そう

いった気持ちこそとっても大切にしなきゃならな
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いことではないのかなというふうに考えておりま

す。 

  また、この議員が勧められます「武士道」につ

きまして私も読んでおります。先生方には、これ

に限らず、私が読んで心にとまった書物につきま

しては機会あるごとに紹介をさせていただいてお

ります。ただ、読みなさいとは言いません。こん

ないい本がありました、私はこんなふうな感想を

持ちましたというふうなことでお話をさせていた

だいているところであります。 

  ただ、この「武士道」で述べられているものは、

古来から日本でとても大切にされてきた心であろ

うというふうに思っています。これは長く、鎌倉

から制度的には確立したわけですけれども、武士

を中心とした社会がずっと続いてまいりました。

その中でさまざまな影響を受けながら、こういっ

た心得といったものが成熟してきたんだろうと思

っています。 

  現在、日本では道徳教育が全国各学校でしっか

りと実施をされております。ここには、議員もご

承知と思いますけれども、発達段階に応じて19か

ら22の数の徳目が挙げられ、それに基づいて子ど

もたちが考える、議論する道徳というものが昨年

度から実は始まっております。この中にも「武士

道」の中に書かれてあった、先ほどもおっしゃい

ましたけれども、さまざまな道徳的価値というも

のがありましたけれども、そういったものが徳目

の中にしっかりと位置づけられています。 

  これは必ずしも「武士道」という書物に影響を

受けたということではなくて、日本の道徳教育の

中の徳目としてこれは古くから日本に根づいてき

た大切なことということで整理されて、そうやっ

て徳目としてあって、子どもたちがそれを学んで

いるというような状況にありますので、このこと

につきましてはぜひ、徳目としてどういうものが

挙げられているのかということは、広く保護者の

方や一般市民の方にも理解をしていただくという

ことこそ大切なことじゃないのかなと、このよう

に私は考えております。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） いい答弁をいただきま

した。 

  それで、読めとは言えないとおっしゃいました

けれども、読みなさいという言葉を使わなくても、

夏休みに何冊か本当にいい本を先生方に提供して、

そしてできれば感想を書いてもらうというぐらい

のことをやってもらえれば熟読してくれるんじゃ

ないかなという思いでいっぱいです。 

  それで、この項の最後に、先日の報道でも、海

外においては災害や騒乱が起きた際には、人々が

テレビカメラの前でもさして悪びれもせずに物品

を建物の中から運び出して、略奪の光景をよく見

せられます。日本の震災ではまだそのような光景

は見られません。日本ではまだ、困り果てて途方

に暮れている人間につけ込んで物品を奪うという

火事場泥棒は、ひきょうな行為と考える美風が残

っています。 

  また、先日、山口県の周防大島で行方のわから

なくなっていた２歳の子どもを山の中で見つけた

尾畠春夫さんのように、やるべきことをやっただ

けだよとたんたんとしている、武士道精神を受け

継いでいる人もいるんですね。これは本当にうれ

しかったです。尾畠さんのような人が那須塩原市

に一人でも多く育つことを本当に願ってやみませ

ん。 

  また、つい数日前にはテニスの大坂なおみさん

が全米テニスで優勝して、テレビに映るその謙虚

なすがすがしい姿、インタビュー、本当に大和な

でしこをほうふつとさせるものがありました。ま

だまだ日本も捨てたものではないなと勇気をもら
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いました。 

  人間社会の中でどのように生きることが大切な

のか、ついほったらかしにしてしまったりしてい

ることに気づくことがあると思います。長い間育

まれてきた武士道の精神とは何であったのか、今

こそそのよいところに気づいて見直そうではあり

ませんか。 

  ということで１番は終わりますが、この⑴の質

問では藤原正彦さんの文章の中から引用したとこ

ろがありますので、お断りしておきます。 

  ⑵に入ります。 

  この８月に、会派の研修で山口県萩市を訪問し

ました。そこで、明倫小学校を中心とした萩全小

学校の朗唱教育、朗読の教育ですね、朗唱教育に

ついて明倫小学校の校長先生から研修を受けてま

いりました。 

  朗唱は、昭和56年度から初めてもう39年目にな

るとのことでした。その狙いは、激動の時代を生

き抜いた教育者、兵学者である郷土の萩の先覚者、

吉田松陰先生に誇りを持ち、郷土を愛する心を育

てると。松陰先生の生き方に学び、より高い自己

実現への意欲を高めるんだと。また、早朝の朗唱

により心の安定を図り、落ちついた気持ちで学習

へ取り組む意欲を高めるんだと。また、松陰先生

の言葉と道徳の内容、項目を対応させて、道徳の

時間を初めとした全ての教育活動の中で松陰先生

の教えや生き方を自分の行動の判断基準の一つと

して、よりよく生きようとする心や態度を育てる

として、その内容に合うものを選んでいるそうで

す。 

  そして、そのためには、先生、教師に対してま

ず明倫学校についてのプレゼンを行うんだと。そ

して、松陰先生の生き方についての理解をしても

らう。そして、新しい先生にはさらに特別の学習

をするんだと。また、若手教員に対しては、特に

みずからの行動を自覚して、律していくことを学

習してもらうということをいろいろ考えています

ね。 

  それでは、どんな言葉を朗唱するかというと、

二、三例を挙げますと、小学校１年生、小学校入

ったばかりの１学期ですね。まず、「今日よりぞ 

幼心を打ち捨てて 人と成りにし 道を踏めか

し」。今までは親にすがって甘えていましたけれ

ども、小学生となったきょうからは自分のことは

自分でして、友達と仲よくしましょうと。これを

小学１年生に暗唱させるんですから、最初はかな

り難解なことだと思われます。「今日よりぞ 幼

心を打ち捨てて 人と成りにし 道を踏めかし」。 

  そして、２年生の１学期ですね、「万巻の書を

読むにあらざるよりは いずくんぞ 千秋の人た

るをえん」。なかなか難しいですね。多くの本を

読んで勉強をしなければ、どうして名を残すよう

な立派な人間になることができようか、しっかり

勉強しなさいよということを言っていますね。本

を読んで勉強しなければ立派な人間にはなれない

よと。「万巻の書を読むにあらざるよりは いず

くんぞ 千秋の人たるをえん」と。こういういい

ことを言っているんですよね。 

  また、３年生、これ２学期ですけれども、「志

を立てて以て万事の源と為す 書を読みて以て聖

賢の訓えをかんがう」。難しい言葉がいっぱい出

てきますけれども、何事をするにも志がなければ

何にもならないんだと、だから志を立てることが

大事であると。書物を読んで、聖人、賢人の教え

を参考として自分の考えをまとめることが大切で

あると。本当に志が大切だと。それには書物を読

んで参考にしなさいと。「志を立てて以て万事の

源となす 書を読みて以て聖賢の訓えをかんがう」

ということを小学３年生に読ませています。 

○議長（君島一郎議員） 金子議員に申し上げます。
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質問の趣旨を簡潔に述べるようにしてください。 

○２３番（金子哲也議員） はい。最大限簡潔にし

ているつもりでやっております。 

  もう一つだけ。 

  小学１年生３学期の朗唱です。「親思う 心に

まさる親ごころ きょうの音づれ 何ときくら

ん」。「きょうの音づれ」というのは、吉田松陰

が切腹を命じられたそのときの辞世の句なんです

ね。そのことで、子どもが親を慕う気持ちよりも、

親が子を愛する親心はどれほどまさっているだろ

うかと。今、切腹せよと、今死なねばならぬ私の

便りを故郷の両親が知って、息子が先に死ぬこと

がどんなに悲しいことだろうかと、親のつらさを

おもんぱかっていますね。「親を思う 心にまさ

る親ごころ きょうの音づれ何ときくらん」。こ

の辞世の歌を小学１年生が毎日朗唱して、６年間

忘れもしない。また、卒業してからもこの言葉は

身についているんですね。これはすごい教育では

ないかと思います。 

  那須塩原市でもこの朗唱をやることによって、

子どもたちが10年後、20年後、今よりはるかに志

を持って物事を深く考えて、正義感と慈悲深い優

しさを備えることはもう確実であると考えます。

今こそ、教育に革命を起こすことが必要なんでは

ないでしょうか。明倫小学校の校長先生は、これ

らのことは萩市だけの宝ではないと言っているん

です。日本全国でこの宝を保有して全国に広げた

い、これを行っていきたいとおっしゃっていまし

た。そして、これらのことを学びに年間30の団体

が研修に来るともおっしゃっていました。 

  今、大変なときを迎えています。それをこれか

らも子どもたちの教育によってどれだけ時間をか

けて日本をよくしていかなければ、未来が本当に

開けていきません。子どもたちの間で携帯やゲー

ムが多くの時間を占めている中で、この朗唱する

ことの大切さ、声を出すということは肉体を使う

ことですね、一体化していくんですね。言語と体

がつながっていきます。暗記することがどれだけ

すごいか、声に出すことがどれだけ一体化して自

分のものになっていくか、はかり知れないと思わ

れます。 

  那須塩原からも萩の朗唱教育の研修に行ってみ

る価値はあるのかなと思います。朗唱教育につい

てもう一度考えを伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、明倫小学校等で実

践されているもの、大変すばらしい教育実践だな

というふうに私も思っております。 

  ただ、これは吉田松陰というすばらしい人物が

輩出された土地、その歴史、そういうものが背景

にあってこういう実践がされているものではない

のかなというふうに思っています。ですので、こ

れをそのまま本市に持ってきてというような考え

方というのは、なかなかこれは難しい部分もある

んではないかなというふうに私は考えております。 

  最初答弁申し上げましたとおり、本市におきま

しても群読というようなこと、やっぱり美しい日

本語を声に出してみんなでそろって言うと、こう

いったものもある意味価値があるものではないの

かなというふうに思っておりまして、これはしっ

かりと本市におきましても実践されているところ

であります。 

  残念ながら、本市の歴史というのは萩のように

長い歴史があるんじゃなくて、土地柄として、明

治から開拓によって今のようなすばらしい都市が

形成されてきたわけであります。ただ、たかだか

150年ですけれども、ここには先人の本当に並々

ならぬ努力があって今の那須塩原市があるという

ことで考えたときには、私は、そういう先人たち
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にこそ本市の子どもたちはもっと学ぶべきところ

があるんではないのかなというふうに考えるとこ

ろもございます。 

  ちなみに、わが郷土、那須塩原市、誇れる先人

として名前挙げるとすれば議員からどんな名前が

挙がってくるのかというのは私は楽しみにしてい

るところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 23番、金子哲也議員。 

○２３番（金子哲也議員） 歴史が浅いということ

で、しかし先ほどもちょっと触れましたけれども、

萩の長州の人たちも、もう単なる長州だけのこと

でなくて日本の宝だということを明倫小学校の校

長先生もおっしゃっていました。これはもう国の

宝だと。本当に、萩だけのものにしないで日本の

ものにしていければというふうに思います。 

  また、その群読を大事にしているということな

ので、これはもう非常にうれしい話です。そして、

やっぱりこの群読を何日も何日も続けることで子

どもたちの肉体の中にしみ込んでいくということ

は物すごく将来に向かって影響があると思います

ので、これはぜひこれから少しずつ検討していた

だければうれしいなと思います。 

  さて、先日、連れ去られた幼い子どもが線路に

横たえられて置き去りにされたという、本当に耳

を疑う、こんな事件がありましたね。また、虐待

に遭って食事も与えられなくて、幼児が、あした

はうまくやるから許してくださいと叫びながら書

き残して亡くなった悲しい、悔しい出来事があり

ましたね。こんなことは、６年間毎朝、朗唱をし

ながら育った人だったら決してこんなことを幼い

子どもにするはずがありません。あり得ないこと

ですよ。 

  そして、こういうことに対して国はこのような

ことを言っています。児童相談所の職員をふやす

対策を考えようということで、虐待がふえて、相

談所の相談員がふえて、それも確かに必要なこと

であると思います。しかし、根本的なところで虐

待を減らしていくことを考えなければ、もうこれ

はイタチごっこになるだけですよ。これはどうし

ても教育改革をしなければ、よくなるどころか悪

くなるばっかりになります。 

  しかも、今、教育改革をしても、子どもたちが

学んで立派な大人に育つまでには10年、20年、30

年と時間がかかるんですよ。そして、30年、50年

の年月というのは、何もしないでそのままにほっ

たらかしにしていると、あっという間に過ぎてし

まうんです。ああ、もっと前からやればよかった

なと言ってももう後の祭りですね。ですから、今、

教育改革をやらなければ、ずるずる時間ばかり過

ぎていってしまいます。 

  市長、そして教育長、このことは全部お二人の

肩にかかっていると言っても過言ではないと私は

個人的に思っています。教育を那須塩原市からぜ

ひとも変えて、そして広げていってもらいたいこ

とを強く要望いたします。 

  最後に、学校の成績が上がること、英語がうま

くなること、知識が豊富になること、スポーツが

優秀になること、これらも本当に大切なことでは

あります。しかし、これらのことは２番目、３番

目のことではないかと私は思うんです。学校の教

育は、子どもたち一人一人が人間として立派にな

ること、教養を積むこと、社会の中でモラルを守

れる人を育てること、社会の中に溶け込んで社会

に役立つ人を育てることではないかと、これらを

モットーに教育していくべきだと思います。 

  弱い人や困った人に目を向ける心とか手を差し

伸べる心、学校の一番大切なのはその心を育てる

こと、そういう人間を育てることではないかと思

います。そして、朗唱教育はそのような人間教育

を培っていくには一番適していると考えられます。
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教育長の手腕に大いに期待をいたして、私の一般

質問を終わります。 

○議長（君島一郎議員） 以上で23番、金子哲也議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を開催いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（君島一郎議員） ここで企画部長から発言

があります。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 午前中の山本はるひ議員

の一般質問の中でＰＰＰ、ＰＦＩで行っている事

業はないとお答えをいたしましが、指定管理者制

度、業務委託、これら広い意味でのＰＰＰに含ま

れるということでございますので、全くないとい

うことではございません。訂正をさせていただき

ます。申しわけございませんでした。 

○議長（君島一郎議員） 次に、教育長から発言が

あります。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 午前中、金子議員の質問

の中で萩と本市の歴史の部分についてお話を申し

上げた中で、本市の歴史は浅いというようなこと

でお話し申し上げましたけれども、本市におきま

しては古い遺跡等もありましてずっと脈々と人の

営みはありましたので、大きくまちが開けたとい

う意味での歴史ということでございますので、言

葉を補わせていただきたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬   剛 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 議席番号10番、那須塩

原クラブ、相馬剛です。 

  通告に従い市政一般質問を行います。 

  １、水防対策について。 

  平成10年８月当地域に発生した那須水害から20

年が過ぎました。８月にはその追悼式が行われま

した。近年では、関東・東北豪雨や西日本豪雨な

ど甚大な被害をもたらした水害が多発しておりま

す。 

  そうした中、ことし３月、那須塩原市水防計画

（平成29年度改訂版）が策定されました。計画の

目的は、地域における河川等の洪水、内水等の水

災を警戒し、防御し、軽減することにより、公共

の安全を保持するとしています。本市において最

も重要な災害対策の一つが水防対策であると思う

ことから、以下の質問をいたします。 

  ⑴水防の責任の中で居住者等の義務について内

容を伺います。 

  ⑵水防箇所における対処方法について伺います。 

  ⑶内水の監視体制とその方法について伺います。 

  ⑷予報、警報、特別警報、それぞれの発表基準

を伺います。 

  ⑸水防協力団体の概要と現状を伺います。 

  ⑹水防倉庫及び水防器具、資材の現状を伺いま

す。 

  ⑺水防に関する近隣市町との協力体制について

伺います。 
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  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 相馬剛議員の水防対策につい

て順次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の水防の責任の中で居住者等の義務

についてお答えをいたします。 

  市の水防計画は、水防法に基づき策定されてお

ります県の水防計画に応じて定めております。居

住者等の義務につきましても県計画に準じて規定

をしております。具体的には、常に気象状況、水

防状況等に注意すること、水防管理者から要請が

あった場合には水防への協力をしていただくなど

でございます。 

  次に、⑵の水防箇所における対処方法について

お答えをいたします。 

  水防箇所における対処方法といたしましては、

河川管理者による護岸の改修工事を初め、水防工

法として堤防を守るシート張り工法や積み土のう

工法、また水の勢いを抑える木流し工法などがあ

ります。 

  本市には、特に対処が必要な箇所といたしまし

て県が指定をする重要水防箇所がございますが、

県の護岸かさ上げ工事等の完了により、６カ所の

うち４カ所は指定解除及び指定解除予定であり、

残る２カ所につきましては堤防を守るための積み

土のう工法により対処をすることとしております。 

  次に、⑶の内水の監視体制と方法についてお答

えをいたします。 

  内水とは、豪雨時などに下水道や排水路などか

ら水があふれ道路の冠水などを引き起こすもので

ありますが、そうした内水の監視体制といたしま

しては、市職員、消防団員等によりパトロールを

行うこととしており、冠水等が確認された場合に

は速やかに通行どめなどの措置を行っております。 

  次に、⑷の予報、警報、特別警報、それぞれの

発表基準についてお答えをいたします。 

  本市の気象に関する警報等は宇都宮地方気象台

が発表するものであり、発表基準につきましても

幾つかの判断基準があります。大雨に関しては表

面雨量指数、土壌雨量指数、洪水に関しては流域

雨量指数、１時間雨量などにより判断をすること

とされております。 

  また、特別警報については、気象庁が発表する

ものであり、集中豪雨等により数十年に一度の降

雨量が予想される場合などに発表されることとさ

れております。 

  次に、⑸の水防協力団体の概要と現状について

お答えをいたします。 

  水防協力団体とは、水防団や消防機関が行う水

防活動に協力する団体のことであり、その業務と

いたしましては、水防上必要な監視・警戒など活

動への協力、資材や設備の提供を行うことなどと

されております。 

  一般社団法人、特定非営利活動法人など国土交

通省が定めた団体の申請に基づき市が指定できる

ものでありますが、現在、本市においては指定し

ている団体はございません。 

  次に、⑹の水防倉庫及び水防器具、資材の現状

についてお答えをいたします。 

  水防管理者は、県の水防計画により、河川、堤

防護岸の状況等により市の実情に応じた水防器具

及び資材を備蓄することとされております。本市

では、黒磯地区に４カ所、塩原地区に２カ所の水

防倉庫を設置しておりまして、土のう袋、スコッ

プ、かけやのほか、くいなどを備蓄しております。 

  最後に、⑺の水防に関する近隣市町との協力体

制についてお答えをいたします。 

  水防法第23条により、水防のため緊急の必要が
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ある場合には市町長は相互に応援することとされ

ており、また管内の堤防等が決壊した場合または

越水等が発生した場合には、隣接する市町に通報

することとなっております。 

  そのほか、県内市町と災害時における市町村相

互応援に関する協定などを締結しており、資器材、

食料の提供のほか、車両、職員の派遣などを相互

支援することとしております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは再質問いたし

ますが、おおむねこの水防計画の中身に沿って再

質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、⑴の居住者の義務についてですが、居住

者というのは全市民が対象ということなのか、そ

れとも流域の住民が対象ということなのか、明確

にしていただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 居住している方全て、市

民というところであります。住民票の有無にかか

わらず住んでいる方全員という、そういう解釈で

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、市民が

水防管理者からの要請によって行動をしていただ

くというようなことになろうかと思いますが、そ

の水防管理者からの要請というのは大体どういっ

たものが想定されるのでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 水防法におきましては、

例えば現場で消防団員が活動しているときに水防

作業が困難な場合、こういう場合には居住者に水

防に従事させることができるという、そういう規

定がございますが、この規定は、本市の場合はそ

のままそれを運用するという今のところ想定はし

ておりません。 

  一番期待するところは、やはり速やかに避難を

していただく、速やかな避難に協力していただく

というところが一番の要請でございます。そのほ

かには、例えば近くに住んでいる方、異常を感じ

たときには情報提供を求める場合もございますけ

れども、基本的には速やかに避難していただくと、

これが市からの要請になろうかと思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、この要

請があるということについて、市民、居住者に現

時点でどのようにお伝えしているんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 一番、市が市民に求めて

おります速やかに避難をしていただくという部分

に関しては、ハザードマップ等をつくってそれを

お配りして周知しているというところでございま

して、もう一つ、異常が発覚した場合に情報提供

という場合においては、必要に応じて要請するも

のですからあらかじめ周知というところは考えて

おりません。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 水防管理者からこうい

う要請があって、それに協力することが住民の義

務ですよということを事前にお伝えしておく、そ

ういう必要はないという理解でよろしいんでしょ

うか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 先ほど申し上げたように、

市民の義務としては速やかに避難してくれという

ところでございますので、その部分に関しては十
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分に日ごろから周知しているつもりではございま

すが、義務としてどうのこうのというところは改

めて強調するつもりはちょっとございません。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  ⑵についての再質問でございますが、先ほどの

護岸改修工事、それから堤防のシート張り、積み

土のう、木流し工法、そういったことによって水

防箇所の対処をするということだったと思います

が、これは、その判断基準というか、誰の責任に

おいてそう決めて対処をしていくのでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） まず、河川の護岸工事に

つきましては河川管理者である栃木県知事の責任

で行うというところでございます。おっしゃった

水防作業については水防管理者である市長が行う

というところでございまして、当然のことながら

県と連携をして行っていくというところだと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。 

  それから、重要水防箇所の一覧表というのがこ

の計画の中にあろうかと思いますが、その一覧表

の中で、箒川の宇都野地区の対策方法としては木

流しというふうに工法としては書いてありますが、

実際に関東・東北豪雨の際に、箒川地区において

水防管理者から木流し工法をしなさいと、そうい

うふうなことは行われたのでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） ご指摘の関東・東北豪雨

の際の箒川の宇都野地区においては、木流し工法

は行っておりません。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、この別

表３に書いてある水防の箇所とそれからその地域、

そして対処方法、それからその対処方法が必要な

総延長というふうなこの表は、関東・東北豪雨、

箒川の上大貫からずっと決壊したんだと思います

が、それ以降にこの表はでき上がっているんでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） それ以前にこの水防計画

はつくっておりました。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 以前からこの地域につ

いては対処方法は木流しだったという理解を今し

ましたけれども、その時点で、対処方法はこうい

うふうになっているんですが、実際には行われな

かった。どういうことで行われなかったというこ

となんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 申しわけありません。ち

ょっと訂正をさせていただきます。重要水防箇所

の指定については、決壊後に重要水防箇所に県が

指定したという経過がございます。 

  今おっしゃったなぜ木流し工法をしなかったの

かというところに関しては、木流し工法というの

はご存じのように、早期の部分で例えば土手がち

ょっと削れているなというときに、木を集めてお

もしをつけて水が当たらないようにする工法でご

ざいます。 

  ご指摘の箒川の決壊に関しては、まず一番初め

に夜だったというところが一つあります。夜であ

って、想定外の大雨が降ったというところでござ

いまして、当時、先ほど申し上げたように重要水

防箇所に指定されていなかった箇所でありますの
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で、なかなか最初の部分では発見ができなかった

というところで、決壊寸前になって初めて気がつ

いたというところがございまして、その結果、木

流し工法という措置はとれなかったという、そう

いうことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、同じくこの

重要水防箇所の一覧表についてですが、熊川や蕪

中川などの対処方法については積み土のうという

ふうな対処方法になっているかと思います。 

  この積み土のうをする場合、当然、土のうが必

要になるということになると思いますが、この蕪

中川は対処方法をとるための総延長が520ｍとい

うふうに書いてありますが、それだけの土のう等

が、後ろの資器材の一覧表を見ますと、その資器

材の一覧表と実際に対処する方法の土のうの数と

いうのは余り合っていないんじゃないかなという

ふうに思うんですが、その辺はどういうふうにお

考えでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） おっしゃるように、重要

水防箇所に指定しております例えば蕪中川、想定

される延長が520ｍ、これに対応する土のうとい

うのは水防倉庫に装備はしておりません。ただ、

やり方として、例えば市役所であるとか消防署、

あるいは協力団体と提携しておりますので、有事

の際にはそういう方法をとって土のうを積んでい

くと、そういう対応をしていく予定でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 資器材のところで再度

質問したいと思います。 

  続きまして、重要水防箇所６カ所のうち４カ所

は指定が解除または解除予定だというところだっ

たと思いますが、その箇所と、指定解除予定とい

うのはいつごろになるのかお伺いできればと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） ご指摘の指定解除の箇所

でございますが、まず６カ所のうち、熊川の島方

のところ、蕪中川の石林、この２カ所がことしの

５月に解除されたところでございます。先ほどご

質問のありました箒川の宇都野の２カ所、これに

つきましては32年度に解除予定でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 再度すみません、その

解除予定というのをどういうふうなことなのかご

説明いただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 決壊を受けまして県のほ

うで護岸工事をしたわけでございます。28年７月

に竣工されたわけですけれども、県のほうでは、

工事が終わって即解除というわけではなくて３年

ほど様子を見るといいますか、工事後の雨が降っ

た状況等を経過を確認しまして、３年をおおよそ

目安として、その後何もなければ解除という、そ

ういう運びでございますので、28年７月から３年、

それで32年度から解除、こういう予定ということ

で伺っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、その指

定解除された部分については、例えば那須水害で

あるとか関東・東北豪雨とか、そういったものと

同じような事態になった場合でももう安心だと、

そういう理解でよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 例えば那須水害による余
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笹川、あとおっしゃるように関東・東北豪雨によ

る箒川、その決壊したときの雨量に対応する、そ

れを防ぐための護岸工事でありますので、そうい

う意味では安心という形なんでしょうけれども、

ただ、最近の気象状況を見るとそれ以上の雨量、

あるいはそれ以上のことが起きたときにはという

ところであるとちょっとそこまではというところ

はありますけれども、工事の前提とした那須水害

や関東豪雨に対応するための工事というふうな形

でよろしかったと思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、市とし

てはもっと大きな雨量の降る可能性もある、そう

いう想定もされているという、そういう理解でよ

ろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 当然それは想定していな

ければいけないと思っています。現実に国交省に

おいては、ハードだけではもう水害は防ぎ切れな

いというところを表明しておりますし、今後は水

害が起こるという前提で、その後の避難等を含め

てソフトをどうするというところに力を入れてい

くというところでございますので、当然、市もそ

れを前提に対策を立てていくと、そういうことで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 続きまして⑶番につい

てでございますが、監視やパトロールをする市の

職員というふうなお話だったのですが、その市の

職員というのはどのように決まっているのでしょ

うか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） パトロール体制につきま

しては、本庁、それから各支所ごとにそれぞれ、

ゲリラ豪雨の連絡体系図であるとか緊急対応マニ

ュアル、そういうのをつくってありますので、そ

れに基づきまして班編成、パトロール箇所を決め

て、有事の際はそこへ行ってパトロールをする、

そういう体制になっております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それともう一つ、消防

団「等」というふうにおっしゃいましたけれども、

消防団のほかにパトロールをする方もいらっしゃ

るという、そういう理解なんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 一部、業者さんに委託し

ている部分もございますので、そういう意味で

「等」という言葉を使わせていただきました。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうすると、今度パト

ロールの内容なんですが、例えば分譲地内の私道

で毎年冠水している箇所があると思うんですが、

そういったところも職員のほうでパトロールはす

るんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） パトロールにおいてはま

ず市道を優先にパトロールするという義務がござ

いますので、そこはまず市道をパトロールします。

ただ、私道についても冠水のおそれがあるところ

は当然パトロールはしますし、市民から連絡があ

ったときにはそこへ行ってパトロールをすると、

そういう体制になっております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 続きまして⑷番につい

て再質問いたしますが、表面雨量指数、それから

土壌雨量指数、それから流域雨量指数、まずこの
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３つの違いをご説明いただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） これは気象庁のほうで警

報等発表する際に参考にされる基準でございます

が、まず表面雨量指数というところは、短時間大

雨による浸水の危険度をはかる基準でございます。

それから、土砂雨量指数というのは、名のとおり

土砂災害に対する危険度というところでございま

して、流域雨量指数というのは、下流の洪水の危

険度をはかるそういう基準でございまして、詳し

い計算はちょっと存じ上げておりません。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。非常に

難しい計算があるという話は聞いてはおるんです

が、ちょっとよくわからなかったものですから。 

  続きまして、その警報に当たって、この水防計

画の５ページのところに、「水防活動の利用に適

合する特別警報は設けられていない」というふう

になっております。その水防活動に適合する特別

警報と一般の特別警報というふうになっておりま

すが、この違いも、すみません、ご説明いただけ

ればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 水防計画の５ページに載

っております水防活動の利用に関する警報でござ

いますが、まず、気象庁のほうでは気象業務法と

いう法律に基づきましてさまざまな大雨警報を含

め特別警報を出しているわけですけれども、あわ

せて水防活動の利用に適合する特別警報を出すと

いう、そういう決まりがございます。その規定に

のっとった形がここの計画で言うところの８種類

の計画でございまして、その中に特別警報という

言葉は入っていないというところでございまして、

水防活動に一番影響になる洪水警報という部分で

いいますと、洪水特別警報というのはもともと気

象庁のほうにもないので、そういう流れでこの８

種類の水防活動の利用に適合する警報というとこ

ろで発表されるんじゃないかというふうに思って

おります。 

〔「その８種類とは」と言う人あり〕 

○総務部長（山田 隆） すみません、法律の定め

が８種類でございまして、計画に実際に載ってい

るのはそのうち４種類でございます。すみません、

訂正させていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。 

  要は、水防活動に特別警報が出るような場合は

活動されている方も全員避難しなさいと、だから

特別警報というものはないんだと、そんなふうに

頭の中で理解していたんですが、そういうことで

はないということですね。わかりました。 

  それから、この予報警報及び特別警報について

は気象庁が発表するということになっておるわけ

ですが、これは誰に向けてこの警報は出すという

ことなんでしょうか。あくまでも市に対して出す

のか、それとも住民全員に対してこの警報は発生

されるものなんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 法律では気象庁はそうい

う警報等を発しなければならないという規定であ

りますので、当然、市でもありますし市民に対し

ても、そういう理解をしております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 実は、せんだっての日

曜日９月９日、すみません、子どもたちの野球の

試合で会津に行っておりましたら、ある時間に緊

急災害警報というメールが、我々県外から行って
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いたんですけれども全員に入ってきました。これ

は福島県の防災訓練だったんですが、本市でも緊

急災害警報というそういうメールというのは、市

外、それから県外から来た方、そういった方にも

全部入るようなシステムというのはあるものなん

でしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 緊急エリアメールだと思

いますので、当然持っている方がその場所にいれ

ばそこで入るという、そういうシステムでござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  続きまして、水防協力団体についてですが、国

土交通省は、水防団、本市では消防団ということ

になるんだと思うんですが、その減少により地域

水防力の弱体化が懸念されるため、民間企業や自

治会、それから民間団体等を指定すると、その指

定の対象をふやしていると、それから業務内容に

ついても拡大しているということだろうと思いま

すが、本市においても同様の消防団の減少という

ものはあろうかと思いますが、この水防協力団体

指定というものを積極的に行う、取り組む考えは

あるのかどうかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） この水防協力団体につき

ましては、今回、ことしの水防計画の改正の中で

規定の中に組み込んだわけでございますけれども、

前回答弁の中で、水防協力団体として考えられる

のはというところで建設業協会というお話をさせ

ていただきました。建設業協会とは既に防災協定

を締結しておりまして、今、水防作業に関しては

機能しているのかなと思っております。 

  今後、水防協力団体として指定が可能かどうか

というのを検討してまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 国土交通省はボランテ

ィア団体なんていうのも範囲に入れておりますが、

市でそういうところまで広げていくと、そういっ

た考えはありませんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） おっしゃるように、これ

ボランティアが前提になっていますので、先ほど

申し上げました建設業協会のほかにどういう団体

があるのかというのを含めて検討してまいりたい

と思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 続きまして、⑹水防倉

庫と資器材ということになりますが、まず、前回

平成28年だったかに質問した際に当時の総務部長

から、水防倉庫の資材についてはその備蓄内容、

それから管理体制が適正かどうかというものにつ

いては消防署、消防団と相談していくという答弁

をいただいたところでございます。 

  そして、今回でき上がってきたこの水防計画の

36ページに各水防倉庫の資器材等の明細が載って

おるかと思いますが、これは、そういった消防団

あるいは消防署と相談した結果こういうふうな一

覧表になったと、そういう理解でよろしいんでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） この水防倉庫資材の件に

関しましては、前回ご指摘を受けまして、消防、

消防団等と協議をしてきたわけでございますが、

まず１番目にはやはり水防倉庫の役割といいます
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か、その位置づけについて話したところでござい

まして、この水防倉庫ができたのは昭和30年ごろ

に計画に載ったというところがございます。 

  当初の水防倉庫のあり方から現在含めますと、

護岸工事が進んだというところもありますけれど

も、当時と比べて情報伝達体制が格段に進歩した

というところがございます。また、現在は民間業

者との連携、物質等の連携もかなり進んでまいり

ましたので、そういう意味でいうと、この水防倉

庫が今までどおり現地での最前線の拠点であると

いう位置づけから、むしろ補完的な、補助的な役

割に変わってきたんじゃないかと、そこから始ま

りまして、そういう相談、協議の結果、別表９の

ような形の資材の一覧、そういう形になっており

ます。そういうことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） すみません、私の記憶

違いかもしれませんが、当時の部長は、法律に決

められているので必ず必要ですという、そういっ

た答弁だったというふうに記憶しております。 

  しかし、今回はあくまでも水防をする上でのサ

ブ的な位置づけになっていると、そういう理解で

今後も管理、それから年に１回、棚卸しですとか

そういったことも、あくまでもサブ的なものでと

いう、そういう位置づけにして管理していくと、

そういう理解をしてよろしいんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） おっしゃるとおり、水防

倉庫については水防法に規定があって、当然、設

置をしなければいけないという決まりがあります。

ただ、その中でおっしゃるように役割、位置づけ

を変えていくというところでございますので、補

完的な意味合いの位置づけにしたいという、そう

いうところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、この中

身については何となく理解できるような気はいた

しますが、例えば蕪中川の先ほどの石林地区の乃

木神社の付近だと思うんですが、対処工法として

は積み土のうとなっておりまして、総延長が520

ｍ、しかもそれが両岸ということになっておりま

すので、恐らく合計すると1,040ｍということに

なろうかと思いますが、1,040ｍ、堤防の積み方、

いわゆるコの字形に土のうを積むとした場合に、

前回も同じお話をしていると思いますが、100個

で３ｍという計算をいたしますと、この1,040ｍ

を全部土のうで対応しようというふうに考えます

と、きのう計算したんですが、３万4,700袋の土

のうが必要になるということになりますが、全部

足しても当然そんなことはもちろんないというこ

とになるということだろうと思います。 

  当時のそのときの部長は、実際には重機、それ

から近代的な機械、そういったものを使ってやっ

ていくのが現実的だろうというお話がありました

が、今でもそういったお考えは変わらないのでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 基本的にはそのとおりだ

と思います。３万個の土のうを実際にというとこ

ろは不可能なので、まずは一義的には土のう積み

でというのはもちろんでございますが、基本的に

全部の区域をとなったときにはやはり重機等を使

ってやるというところが現実的だと思っておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、やはり

そういう近代的な重機ですとかそういう機材を使

うということになりますと、例えばのこぎりもこ
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こにあるような、今現状、水防倉庫にあるような

のこぎり、それから器材もそういったものではな

くて、恐らく電動のカッターですとかそういった

ものが必要になろうかと思います。当然、そこに

は電気がありませんから、携帯用の発電機、ポー

タブルの発電機というものも必要になってくるん

だろうと思います。 

  そういうことで那須町の水防倉庫には全部発電

機等、そういったものも全部完備しているという

お話も聞いておりますが、消防署、それから消防

団とそこまで相談をされた上でこの一覧表という

のはでき上がったものなんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 先ほど申し上げたように、

有事の際にはどういう対処をするかという、逆算

していくと先ほど私が申し上げた形になるわけで

して、水防倉庫ありきではないというところでご

ざいます。なので、那須町には那須町の考え方が

あると思うんですが、那須塩原市はそういう水防

倉庫に対する考え方ということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、この一

覧表に載っている計画で資器材等は十分というこ

とだというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） そのとおりです。 

  ただ、今のままでずっといいのかというとまた

それは検討の余地がありますので、集約化も含め

て、資器材の数も含めて、今後検討していくこと

は継続していきたいというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  ⑺番につきましては、さまざまな相互の支援に

対する協定もでき上がっているということでござ

いますので、防災計画の中でそういったことも示

されておりますので、再質問はございません。 

  この水防計画の目的というものは、初めに申し

上げましたとおり、水害の警戒、それから防御、

それから被害の軽減ということによりまして公共

の安全を保持するというような目的だということ

でございますが、この計画で現時点で想定できる

水害に対して十分に防御、それから被害の軽減ま

で十分図れると、そういう計画であるという理解

でよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 議員おっしゃるとおりだ

と思います。そのとおり、この計画で、当面は体

制でいきたいというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  私は、水防対策については、まず大前提としま

しては、市民の生命と財産を守ることが最大の目

的であろうというふうに考えます。しかしながら、

関東・東北豪雨の際にも箒川流域では、住宅への

浸水、それから田んぼ等に土砂が流れ込むといっ

たような、実際にそういう被害は出てしまってい

るわけでございます。そういったところも十分に

計画で対応できるというふうに部長がおっしゃっ

ておりますので理解しまして、この項の質問を終

わりたいと思います。 

  続きまして、２、全国体力・運動能力、運動習

慣等調査と本市の取り組みについて。 

  毎年、スポーツ庁において全国体力・運動能力、

運動習慣等調査が行われており、その目的は、子

どもたちの体力の現状を把握・分析することによ

り、子どもたちの体力の向上に係る施策の成果と

課題を検証し、改善を図るとしております。 
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  調査対象は小学５年生と中学２年生全員であり、

握力、50ｍ走など８つの項目について調査し、そ

の記録を点数化した結果が公表されております。

その結果の中で、小中学生の状況を県・国の平均

と比較し、現状と本市の取り組みについて質問を

いたします。 

  平成29年度調査結果では、栃木県は、これ県で

すね、栃木県は小学校５年生男子が体力合計点で

全国40位、女子が21位、中学２年生男子が36位、

女子が22位でございました。これに対し、本市の

小学５年生、中学２年生の男女とも全国平均を上

回っており、小学５年生男子の54.43点は全国18

位に相当する点数、それから女子の57.51点は県

の順位として全国９位に相当する点数、それから

中学２年生男子の42.47点は全国22位相当、さら

に女子の52.48点は全国５位の県の平均に相当す

る結果となっております。 

  また、過去５年間の結果を見ますと、ほぼ全国

平均を上回る結果となっておりますが、中学２年

生男子においてはそれを下回る年も多く、小学生

から中学生になる時点で伸び悩む傾向にあると考

えられます。 

  そこで、⑴小学生の調査結果について所見を伺

います。 

  ⑵中学生の調査結果についての所見を伺います。 

  ⑶小学生の握力と50ｍ走が過去５年間、全国平

均を下回っておりますが、今後の取り組みについ

て伺います。 

  ⑷中学生の立ち幅跳びとボール投げが過去５年

間、全国平均を下回っているが、今後の取り組み

について伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、２の全国体

力・運動能力、運動習慣等調査と本市の取り組み

につきまして順次お答えをさせていただきます。 

  初めに、⑴の小学校の調査結果についての所見

をお答えいたします。 

  平成29年度は、男女とも体力合計得点は全国平

均を上回っておりますが、握力、長座体前屈、50

ｍ走、男子のボール投げ及び立ち幅跳びにつきま

しては全国平均には及ばないという結果となって

おります。 

  全体的に握力、柔軟性、走力に課題が見られる

ことから、体育の授業だけではなく、学校教育全

体を通した中で体力向上が図られるように取り組

んでいるところであります。 

  次に、⑵の中学校の調査結果についての所見を

お答えいたします。 

  平成29年度は、男子は立ち幅跳びとボール投げ、

女子は長座体前屈につきましては全国平均に及び

ませんでしたけれども、体力合計得点は男女とも

過去５年間で最も高い値となりまして、全国平均

を上回る種目が一番多いという結果になっており

ます。 

  体力向上に積極的に取り組み、成果を上げてい

る日新中学校の例をご紹介申し上げますと、体力

テストを生徒主体の運営として校内記録に挑戦し

たり、運動部以外の生徒でも楽しく活動できる工

夫をしたりするなどの取り組みによりまして、

「毎日カップ」といいます体力づくりですぐれた

成果を上げている中学校を表彰するコンテストに

おきまして、昨年度、全国２位に当たります日本

学校体育研究連合会賞、こういったものを受賞し

ております。 

  これらの取り組みをほかの学校にも紹介したと

ころ、意欲的に取り組む学校がふえてきておりま

して、それが今回のよい結果につながったものと

考えております。 
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  次に、⑶の小学生の握力と50ｍ走が過去５年間、

全国平均を下回っていることに関する今後の取り

組みについてお答えいたします。 

  握力につきましては、意図的に遊具や鉄棒を活

用する機会を設け、握る活動をふやすような取り

組みを、また50ｍ走につきましては、全力で走り

切る活動を体育の授業の中で意識して取り入れる

など、各学年の課題を意識した活動を各学校にお

きまして取り組んでいるところでございます。 

  最後に、⑷の中学生の立ち幅跳びとボール投げ

が過去５年間、全国平均を下回っていることに関

する今後の取り組みについてお答えいたします。 

  立ち幅跳びにつきましては意図的に準備運動に

取り入れる活動をしておりまして、ボール投げに

つきましても、測定に使用するボールがふだん使

用しないハンドボールでありまして、なれも必要

となることからハンドボールを使用した動作を多

く体験できるよう工夫をするほか、正しく投げる

動作につきましても意図的に授業や遊びに取り入

れるなどの取り組みを行っているところでありま

す。 

  これらの成果があらわれたのか、ボール投げに

つきましては、女子においては平成29年度は過去

５年間で最高値となりまして、男子においても

年々値が高くなってきていると、このようなこと

でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それではまず最初に、

前回、体力の合計点の県の平均で小学生男子の最

高点というのは、これは県単位でございますが、

福井県の57.92点、最低が愛知県の52.13点、小学

生女子では最高点が秋田県の58.78点、最低が神

奈川県の53.64点、また中学生男子では最高点が

福井県の45.89点、最低点が神奈川県の40.09点、

中学生女子の最高点は福井県の54.28点、最低は

北海道の46.19点でございました。 

  それを踏まえて再質問をいたしますが、平成26

年に同様の質問をした折、平成20年から平成24年

の５年間については低下傾向にあるというような

ご答弁でした。今回は男女とも全国平均を上回り

上昇する傾向にあるというふうに思いますが、そ

の要因を再度分析をされておりますでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 今おっしゃられるとおり、

いい傾向になってきているというのは、各学校が

それぞれ努力をしてきているからこそこういう結

果になっているということで、私も大変うれしく

思っているところでございます。これにつきまし

ては、実は平成25年度からですけれども、各学校

ごとに体力向上計画というものをしっかり立てて

いただいております。 

  その中で、体力テストの結果をそれぞれの学校

の分析をしまして、課題、それから成果、こうい

ったものを確認した上で、当然のことながら、課

題として取り上げられるものにつきましては今後

どのような対策をとっていくかといったこと、そ

れもこの体力向上計画の中に盛り込んでいただく

というようなことを毎年やってきており、体力テ

ストの結果を受けての体力向上のいわゆるＰＤＣ

Ａサイクルがうまく回ってきていると、そういう

ことがこういうようないい結果となってきている

のかなと、こんなふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そこで、小学生につい

ては握力、柔軟性、走力向上に学校教育全体で取

り組むというようなお話でございましたが、学校

教育全体というのは具体的にはどういう取り組み、

今おっしゃられたことなのか、それともきちんと

した取り組みがあるのかお伺いできればと思いま
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す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これらの取り組みについ

ての具体的なものということでございますけれど

も、まず握力につきましては、これは意図してそ

ういうようなことをやらなければならない部分の

一つかなというふうに思っておりますので、遊具

とか鉄棒、そういった握る運動、あるいは生活面

では例えば雑巾を絞るとかそういうようなことを

意識して、そういった動作を生活の中に入れ込ん

でいくというようなことがあるかと思います。 

  一例ですが、学校によってはハンドグリップ、

こういったものをさりげなく校舎内に置いておい

たり教室の中に置いておいたりして、子どもたち

がそれを利用するとか、そのようなことをやって

いる学校もございます。 

  柔軟性につきましては、これは体育の授業で積

極的にそういったものも取り入れているわけであ

りますけれども、このほか部活動、スポーツ活動

の中での準備運動、こういったものにも意識して

取り入れてもらっております。 

  走力ですが、これは授業の準備運動の中で子ど

もたち、ふだんなかなか思いっきり走るというそ

ういう機会が多くありませんので、こういったも

のを取り入れて全力で走り切る、そういった活動

をしっかりと意識して取り入れていったり、ある

いは学校によってはサーキットトレーニングとい

うことで、校庭にある遊具をうまく使って走ると

か投げるとかあるいは柔軟性を増すとか、そうい

ったもので遊びながら少しずつその力を上げてい

く、そういった取り組みをやっているというよう

な状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 私は学校体育での授業

が一番重要であろうというふうに思っております

が、体力テスト等をきちんと意識して授業に取り

入れていると、そういう理解でよろしいでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほど申し上げましたと

おり、うまく授業と組み合わせながらということ

になりますが、やはり一番は体育の授業、これは

計画的に目的をしっかり持ってやるわけでありま

すので、一番そこは充実させなければならないと

ころでありまして、学校もそれに力を入れており

ますが、やはり子どもたちの生活全体を見ますと

外遊びをする機会が以前と比べてかなり減ってき

ているんではないかなと思っています。 

  そういうところで、体育の授業と日常生活がお

互いに補完しながら子どもの運動能力というのは

上がってくる部分があろうかと思いますので、そ

ういった意味でも補えない部分をしっかりと体育

の中で意図的に取り入れていく。 

  しかも、以前ですとどちらかというと楽しい体

育というような傾向がいっときありましたけれど

も、やはり私は、楽しくありながら、しかも汗を

流して、ああ疲れた、でもまたやりたい、そうい

うような体育の授業を目指していければというふ

うに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 握力、それから走力、

それから柔軟性を本当に確保しようと思いますと、

当然、物すごくつまらない作業をしなくてはなら

ないということになろうかと思いますので、授業

での工夫が必要なんだろうと思います。 

  続きまして、⑵の中学校の結果については過去

５年間で男女とも一番高い点数になったというこ

とでございますが、それについても要因は分析は
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されているんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 中学校につきましては、

議員ご理解のとおり、小学校に比べるとはるかに

全体的な運動量は上がってきております。それを

適切に伸ばしていくという意味では、特に体力テ

ストに対する先生方の意識というのをさらに高め

ていくことが一つのポイントかなと思っておりま

して、そういった部分で先生方の意識が大きく、

いい方向にさらに向いてきていると、そういった

ことがあるんではないのかなと思います。 

  ですので、最初にお答え申し上げましたとおり、

例えば日新中の例に挙げられますとおり、こうい

った機会を捉えて、やっぱり生徒がそういう体力

向上がとても日常生活の中で大切になってくる、

重要なことだということを意識させて学校全体で

取り組んでいくような動き、あるいは県のほうに

おきましても新体力テストの優秀校表彰といった、

そういったものも出てきておりますので、ある意

味、一つの向かう目標というものをはっきりと示

すというのも中学生にとっては一つの大きなはず

みになるんではないのかな、そういったものがこ

こに出てきているんじゃないのかなと、こんなふ

うに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。 

  しかしながら、最初に述べたように、中学生男

子は小学校から中学校になるときに伸び悩む傾向

にあるように、この全部の体力テストのデータを

見るとそういうふうな感じがしますが、その辺に

ついてはどのように思われますでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） おっしゃるとおり、デー

タを比べてみますと、小学校のときのデータとそ

れから６年、中１、中２とずれてきたときの値を

確かに比較してみますと、ちょっと伸び悩んでい

るという傾向はあると思います。 

  これは何が要因かというのはなかなか難しい部

分ではありますけれども、やはり子どもたちの体

の変化というのもあったりしますので、さまざま

な要因が絡んで結果的にそういったことがあらわ

れてきているところもあるかなと思います。これ

につきましては少し長く見ていかなければはっき

りとしたことは言えないかなと思いますが、こう

いった現状があるということを我々踏まえながら、

それを改善していくように取り組んでまいりたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 男子の場合はどうして

も中学２年生ですとまだ子どもの体形という子も

結構いらっしゃって、女子の場合はもうほぼ中学

２年生ですと大人の体形に近くなっていますので

ぐっと伸びますが、男子は、これが高校２年生の

データをとると一気に上がってくるというような

こともあるんだろうというふうな想像はしてはお

ったんですが、了解をいたしました。 

  そうしますと、⑶番の今後の取り組みについて

でございますが、握力についてはずっと下降傾向

にあります。それについては全国平均も下降傾向

にあるということでございますので、同じような

ことで取り組んでいただくしかないんだろうとい

うふうに思います。 

  50ｍ走については、全国平均は横ばいでござい

ますが、那須塩原市は若干伸び悩んでいるという

感じはしておりますが、学校では学年ごとに課題

を意識した活動というのはどういった活動を行っ

ているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まずは小学生の握力でご

ざいますが、日常生活の中で、先ほども申し上げ

たとおりなかなか握るという動作が入る、そうい

ったものが以前より減ってきている部分もあるの

かなと。以前は校庭にも登り棒があったりして、

よくそこに子どもたちがぶら下がっている光景が

ありましたけれども、なかなかそういったことが

少なくなってきているという部分があります。 

  そのとき、こういった遊具、今申し上げました

登り棒であったり、うんていや鉄棒あるいはジャ

ングルジム、こういったことをうまく利用して、

やはり遊びを通して握る動作を多く取り入れた、

そういった活動を積極的に取り入れていくことが

大切というふうに思っております。 

  あと、50ｍ走につきましても、ある一定の距離

を全力で走るという動作、なかなかふだんの中で

ないわけでありますので、こういった部分につき

ましても遊びの中で、なかなか今、子どもたち外

遊びが減ってきておりますけれども、例えば鬼ご

っごのようなものをもっともっと、校庭を所狭し

と子どもたちが額に汗して遊び回る、こういった

光景が各学校でもっともっとふえていくようにお

願いしていきたいと、こう思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  続きまして⑷番についてですが、中学生の立ち

幅跳びにつきましては、平成25年から28年までず

っと下降傾向でありましたが、29年度に男女とも

飛躍的に上昇しておりますが、これは意図的に準

備運動に立ち幅跳びを入れたというようなお話だ

ったのですが、それだけでこれだけ伸びたと、そ

ういう判断をされているんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） やっぱり一番大きいもの

は、今おっしゃったように、準備運動の中に意図

的にそういった動作を入れてきたことが一番大き

な成果かなと。それ以外の部分も多少あるかと思

いますが、そんなところが主な要因かなというふ

うに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） さらにもう一つ、中学

生のボール投げについても平成25年から28年まで

ずっと横ばいで来ておりますが、29年度には男女

とも最高点になっていると。女子については全国

平均を上回る結果というふうになっておりますが、

ただハンドボールになれたと、そういったことだ

けでこういう結果になったというものなんでしょ

うか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） なれると同時に、投げる

動作というものを繰り返しいろいろな機会に身に

つけていくということがきちんと遠くまで飛ばせ

るということにつながるわけで、そういったもの

の積み重ねがこういった結果となってあらわれて

いるのかなというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 平成29年度の結果とこ

れまでのご答弁をお伺いしていますと、体力・運

動能力の調査項目を意識して、そしてそれに対し

て意図的に取り組んで、結果がこの点数の上昇に

つながっているという、そういう判断だという理

解をしてよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 一人一人、運動能力とい

うのはおのずと違いますが、その子、その子なり

のバランスのとれた体力の向上、こういったこと
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をしっかりと目指していくということが大切で、

その中で弱い部分をどんなふうにして少しずつ持

ち上げていくか、そういった取り組みなんかを意

図的に行ってきたことによって結果としてこうい

ういい結果になったということで、大変うれしく

思っています。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 平成26年ですか、同じ

ような質問をさせていただいたときにはずっと下

降傾向で、そのとき栃木県自体も全国の最下位を

争うような状態で、そこにやはり関東で埼玉県が

たしか入っていたんですが、実は平成29年度、埼

玉県の点数を見ましたら、もうベスト５に入るぐ

らいの点数まで上がってしまいました。なかなか

栃木県はそこまで届かないというところでござい

ますが、那須塩原市は大分上がったなという、そ

ういった印象がございます。 

  そこで、この調査の結果というものは、子ども

たちや保護者にもきちんと説明、そうしたお伝え

はしているものなんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） このテストの結果でござ

いますが、これにつきましては個票が一人一人出

てまいりますので、そういったものを子どもたち

に配付するわけでありますけれども、これもただ

渡すだけではなくて、例えば夏休みに行われます

個人懇談など、直接、保護者の方とも会う機会が

ありますので、そういった折にさまざまな子ども

たちの活動の中の結果として、こんなところがあ

りますというようなことを説明しながら保護者の

ほうにも伝えて、あるいは子どものほうにも伝え

る、そういった学校がほとんどだと思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） ここ二、三年ですが、

全国大会などに行って全国のスポーツの指導者と

会話をする際に、最近の先生方は選手のプレーを

見て、あの子は意識が高いねとか、あのチームは

意識が高いねという言葉が最近よく出てきます。

五、六年以上前、もっと前ですと、あの子は能力

が高いねと、それからあのチームは強いねと、そ

ういう会話をしておったんですが、最近はもう先

生方もみんな、意識が高いねという、そういう会

話をしております。 

  やはりこの調査結果項目についても、学校、そ

れから子どもたちも意識をして、そして取り組み

も意図的にそういったものを取り組んだことによ

ってこういった結果が出ているんだろうというふ

うに私も思います。 

  そこで最後になりますが、意図的に取り組む上

で目標設定をして取り組んでおられるのかどうか

伺いたいと思います。例えば最初に申し上げた全

国の県の平均点の最高点との那須塩原市の点数の

差を出しますと、小学生男子で3.49点、女子が

1.27点、中学生男子が3.42点、女子が1.80点とい

うふうになっております。 

  前回の質問の際には、当時、教育長は、子ども

たちの体力が一番高かったのは昭和60年が一番高

くて、国もそこに戻すのが目標だというようなお

話をいただいていたかというふうに思います。本

市においてはどの辺を目標設定をされて取り組ま

れているのか、また今後取り組んでいくのかお答

えいただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、子どもたちの体力

向上に向けての部分でやっぱり一番大切なことは、

議員も先ほどおっしゃいましたとおり、いかに子

どもたちが意識をするかということで、これがや

っぱり大切で、自分の現在を知って、ここからど
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こまで高めようか、そのために自分は何をしたら

いいのかという、そういう意識、意欲を持つこと

が一番結果を出すときには大切なことであろうと

いうふうに思っております。 

  ですから、初めに目標ありきではなくて、個々

の目当てをしっかりと持たせる、そういう意識づ

くりをする。そこを大切にしながら、もちろん本

市としましてもさらに全体的にもっといい結果に

なっていけばいいわけでございます。 

  ですから、全国平均をいずれも上回っていく、

さらには高い値になっていく、そういったことも

意識をしているわけではありますけれども、とり

あえず学校では、本県の教育振興基本計画2020に

おきましても、本県としては平成32年までには例

えば小学校男子でいきますと53.44、それから小

学校女子ですと55.66、中学校男子ですと41.92、

中学校女子ですと49.62というような、こういっ

たものも出ておりますので、こういったものを当

然意識して、こういったことを一つの目標として

頑張ってみようというようなこともやっておった

りします。 

  こういったものも含めまして、各学校におきま

しては全国平均と比較したときに積極的な分析を

行いまして、それぞれの各学校のさらに伸びると

ころ、あるいは伸ばすところ、そういったものを

しっかりと把握して、冒頭申し上げました体力向

上計画の中にしっかりと組み込んでいく、そうい

ったことが今後さらにいい結果として出ていくん

だろうと。やはり目標ありきではなくて、そこに

取り組むプロセス、一人一人の意欲、そういった

ものを今後大切にしていきたいと、こんなふうに

思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 想定内のお話でござい

ましたが、やはりどこかに目標というものがあっ

てもいいんではないかなと。先ほど全国の最高点

というものを全部申し上げましたが、そこを目標

にするというのはなかなか難しいのかなというふ

うに思ったりはしますが、でもそこもやっぱり子

どもたちに伝えて意識していただいて、そういっ

たことがあるということを意識の中に入れていた

だいて取り組んでいただいたほうがよりよい結果

になるんではないかなというふうに感じるところ

でございます。 

  子どもたちの体力・運動能力の向上につきまし

ては、けがや病気の予防に重要であるというふう

なことと同時に子どもたちの意識の向上にもつな

がり、将来の那須塩原市全体が、人がつながり新

しい力が湧きあがるまちになっていくんだろうと

いうふうに思います。学校全体と子どもたちみん

なが取り組む目的を理解していただいて、そうい

った目標を意識していただきまして活動を行うこ

とによって、さらに成果となるよう期待いたしま

して、私の一般質問を終了いたします。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で10番、相馬剛議員

の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（君島一郎議員） ここで総務部長より発言
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があります。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 先ほどの相馬剛議員の一

般質問の中で、重要水防箇所６カ所のうち指定解

除４カ所の回答をさせていただきましたが、その

うち「蕪中川」の「石林」がことし５月の解除と

いうふうに回答をしましたが、正しくは「百村川」

「緑１丁目」の間違いでございます。申しわけあ

りません。訂正させていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 田 村 正 宏 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、３番、田村正宏議

員。 

○３番（田村正宏議員） 議席番号３番、田村正宏。 

  通告に従いまして市政一般質問をさせていただ

きます。 

  長寿化時代のセーフティーネットについて。 

  国立社会保障・人口問題研究所発表の最新デー

タによれば、現在約１億2,700万人の日本の人口

は40年後に9,000万人を下回ると予測されていま

す。これほど急激に人口が減るのは世界史におい

て例がなく、我々日本人は長い歴史にあって極め

て特異な時代を生きていくことになります。 

  一方、その間、65歳以上の人口は、約3,400万

人から、団塊ジュニア世代が全て70歳以上になる

とされる2042年に約4,000万人で、ピークに達す

ると予測されています。ちなみに、そのデータに

は、2015年に1,397人であった那須塩原市の90歳

以上の人口が、2045年には5,185人になると予測

されています。 

  人口の総数が激減し高齢者が激増する中で、今

後、多くの痛みを伴う改革なくして社会保障制度

を維持していくことはできないでしょう。そのよ

うな状況下にあって今後さらなる格差の深刻化が

予想される中、行政にとっての最重要課題の一つ

は、社会的弱者に対するセーフティーネットをい

かに維持・充実させていくかではないでしょうか。 

  そこで、本市における現状と課題を共有し、地

域福祉向上のために、以下の事柄についてお伺い

します。 

  ⑴本市の生活保護及び生活困窮者自立支援の現

状と長寿化に伴う課題について。 

  ⑵本市の要介護認定者等の現状と長寿化に伴う

課題について。 

  ⑶セーフティーネットとしての市営住宅の必要

性と長寿化に伴う課題について。 

  ⑷食のセーフティーネット及び食品ロス削減取

り組みとしてのフードバンクの必要性と長寿化に

伴う課題について。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 田村正宏議員の長寿化時代の

セーフティーネットについて順次お答えをいたし

ます。 

  初めに、⑴の本市の生活保護及び生活困窮者自

立支援の現状と長寿化に伴う課題についてお答え

をいたします。 

  本市の生活保護の現状につきましては、平成30

年７月末現在において756世帯928人が生活保護を

受給しており、受給世帯のうち65歳以上の高齢世

帯は472世帯であり、全体の62.4％を占めており

ます。 

  生活困窮者自立支援の現状につきましては、自

立相談事業と家計相談事業を市社会福祉協議会に

委託しており、平成29年度の新規相談件数は139

件であり、このうち家計相談を含むものが78件と
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なっております。 

  長寿化に伴う課題につきましては、高齢世帯の

増加及び保護受給期間の長期化が見込まれ、生活

保護給付費等の増加にどのように対応していくか

が課題であると考えております。 

  次に、⑵の本市の要介護認定者等の現状と長寿

化に伴う課題についてお答えをいたします。 

  平成29年度末の要介護認定者数は4,309人とな

っております。 

  長寿化に伴う課題につきましては、要介護認定

者数の増加に伴い介護サービス等給付費の増加が

想定され、被保険者の保険料及び行政の公的負担

の増加などにどのように対応していくかであると

考えているところであります。 

  次に、⑶のセーフティーネットとしての市営住

宅の必要性と長寿化に伴う課題についてお答えを

いたします。 

  市営住宅は、高齢者に限らず住宅に困窮する低

所得者に低廉な家賃で賃貸し、市民生活の安定と

社会福祉の増進に寄与することを目的に整備をし

ておりまして、長寿化時代のセーフティーネット

としても必要であると考えております。 

  また、長寿化に伴う課題につきましては、高齢

者に配慮した市営住宅のバリアフリー化への対応

であると考えております。 

  最後に、⑷の食のセーフティーネット及び食品

ロス削減取り組みとしてのフードバンクの必要性

と長寿化に伴う課題についてお答えをいたします。 

  本市が活用しているフードバンクは、ＮＰＯ法

人とちぎボランティアネットワークが運営をして

おり、市社会福祉協議会が窓口となっております。 

  フードバンクにつきましては、食料に困窮する

方に速やかに食料品を提供できること、企業等か

ら廃棄せざるを得ない規格外食料品を譲り受ける

ことで食品ロス削減となることから、必要性が高

いものと認識をしております。 

  また、長寿化に伴う課題につきましては、今後

需要が高まることに伴う食料や保管場所の確保が

課題であるとＮＰＯ法人とちぎボランティアネッ

トワークから聞いているところであります。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） ありがとうございました。 

  それでは、⑴から順次再質問をさせていただき

ます。 

  まず、生活保護受給者数の直近３年間の推移に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、過去３年

間の生活保護世帯の数ということでお答えさせて

いただきます。 

  平成27年度末、保護世帯が811世帯、人員が

1,042人、平成28年度末、786世帯993人、平成29

年度末、757世帯928人でございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 生活保護世帯の受給者数

に関しては、私はずっと1,000人強というふうに

イメージをしていて、今ご答弁をお聞きして、い

つの間にこんなに減ったんだというふうに正直び

っくりしたところであります。たしか27年度、26

年度も千飛び台の数字で横ばいで推移していたと

思うんですが、今聞くと直近で928人まで減って

います。 

  これは喜ばしいことなのかどうか、なかなかす

ぐには答えは出ないところですけれども、ただ全

国的な傾向を見ても、やはりこういった貧困に伴

う児童扶養手当であったり、子どもの貧困率であ

ったり、そういった数字は全て2015年前後にピー

クアウトをしています。だから、生活保護の全国
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の水準を見ても、2015年に全国の数字ですけれど

も217万人、これがピークになって直近では210万

人を割っていますので、全国平均はピークから

３％、今減っているんです。217万人のときは総

人口に対する比率は1.7％でした。今は210万人を

割りましたので1.66％、これが全国平均の数字で

す。 

  では、那須塩原市の数字はどうかというと今

928人に減っていますので、那須塩原市の人口に

対する比率は0.8％を割りました。全国平均が1.7

です。那須塩原市は0.8、栃木県は1.06だったか

な、だから栃木県平均も47都道府県の中ではかな

り低いほうです。 

  ただ、生活保護のこの数字というのは物すごい

地域格差があって、一番多いのは沖縄と大阪です。

３％を超えていますね。一番低いのは富山県、こ

れは0.3ですから10倍の開きがある。そういう中

で、那須塩原の0.8というのは平均に比べれば少

ないんですけれども、これが妥当かどうかちょっ

とわからない。ただ、客観的に見ると、本来保護

を受けられるべき人が受けられていないんじゃな

いかという懸念はあります。 

  そこで、全国では今1.66、栃木では1.1です。

那須塩原が0.8、これに対する本市としての見解

をお伺いできればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、保護率に

対する見解ということで回答させていただきます。 

  まず初めに、先ほど議員からご指摘がありまし

たように、本市は保護率が低いということに関し

ましては、一般的に言いますと保護率が低いとい

うことになりますと自立した生活ができている人

が多いということで解釈ができると思います。そ

の理由としましては、福祉事務所としての分析と

しましては、那須塩原市の平均年齢が若いという

ことが一つに挙げられるかなと思います。 

  具体的に申し上げますと、これはデータがちょ

っと古いんですが、2015年現在で国の平均年齢と

いうのが47.85歳、県が45.73歳、本市が45.42歳

ということで、全国から比べると2.幾つ若いとい

うことが一つ、保護率の低さの原因であるのかな

ということと、あともう一つは高齢化率の低さと

いうことで、高齢化率というのは全人口に対して

65歳以上の人口が何人いるかということで、こち

らの国・県・市の比較としましては、昨年度現在

で国の高齢化率が27.7％、県が27.4％、本市が

26.1％ということですので低いということで、こ

の２つが低さの原因かなということで分析してお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） それでは、直近の928と

いうことですけれども、短期間に100人強減って

いますが、これの詳細というか、内訳、中身を教

えていただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 減ったことによる理

由ということで申し上げたいと思います。 

  まず、減った理由の一番目としましては、亡く

なったことによる廃止が53件ございます。就労で

きたことによって収入が上がったという廃止が18

件、あと福祉事務所の指導に従わなかったという

ことで、いわゆる働けるのに働かないとか隠れて

働いていたとか、そういった方で廃止になった方

が14件ということで、これが主立ったものでござ

います。 

  その他は、那須塩原市から転出してしまったと

か、あとは保護移管といいまして、那須塩原市か

ら東京のほうに事情で引っ越してそちらのほうで
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保護を受けたとか、あとは失踪でいなくなってし

まったとか、そういったものが理由でございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 死亡による減少が53件と

いうことで、５％ぐらいの方がお亡くなりになっ

たということですが、ちなみにこの53名の中にい

わゆる自殺もしくは孤独死というような形で命を

落とされた方がいたのかどうかをお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 自殺と孤独死の数に

ついてお答えいたします。 

  自殺者についてはおりませんでした。孤独死の

方は昨年度５名いらっしゃいました。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 今後、長寿化に伴い、い

わゆるひとり住まいの高齢者というのはますます

ふえますので、その辺は非常に危惧するところで

はあります。 

  それで、生活保護をいわゆる申請するに当たり

相談に来られるかと思うんですが、相談に来られ

た件数と、その中で申請、また保護開始につなが

ったというか、至った件数がおわかりになればお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、相談件数

等の数値についてご回答いたします。 

  平成29年度の相談件数が延べ件数で503件、延

べですので実人数にいたしますと333人の方が相

談にいらっしゃったということで、このうち144

人から生活保護の申請が出されたということで、

そのうち122人の方が保護が開始になったという

ことでございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） そういうことであれば、

200人とはいかないまでも百数十人の方が相談は

したけれども申請に至らなかったという結果だと

思います。多分、相談に来られた方というのは、

本当にやむにやまれぬ気持ちで勇気を振り絞って

来られた方が大半ではないかと思います。 

  実際そこで開始に至った人数は120名程度とい

うことですが、具体的に相談から開始に至るまで

の行政の手続、手順というか、それがどういった

ものなのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、相談の手

順ということで回答をさせていただきます。 

  まず、相談ということで窓口にいらっしゃいま

して、１回目の相談で申請される方もいらっしゃ

います。一般的には、余り１回目で相談に来て即

申請という方はいらっしゃらなくて、大体平均的

に３回ぐらい相談に来られる方が多いのかなとい

うことで、その平均的なものの経過例をご紹介い

たします。 

  まず、相談にいらっしゃって自分の困窮状態を

こちら側にお話ししていただけるということで、

福祉事務所としましては生活保護の制度について

の説明をさせていただきます。その中で、貯金が

あるとだめだよとか、あとは扶養義務といって子

どもに面倒を見てもらえるんであればそちらを優

先してくださいとか、あとは車は原則だめですよ

とか、そういったものを説明いたします。 

  ２回目に来られる相談については、相談に来ら

れたとき、自分の資産の状況、これだけですとい

うことで、例えば貯金が５万円しかありませんと

か、生命保険は入っていませんとか、いや、生命

保険これ入っていますとか、そういったものを述
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べていただいて、あとはこちら側としましてはほ

かの方法があるのかどうかも確認させていただい

て、生活保護はセーフティーネットということで

最終的な手段でありますので、ほかに年金をもら

えるとか、例えば職業がリストラされてしまった

方についても失業保険というのがもらえますので、

そういったものがもらえないのかどうかとか、そ

ういったものをお聞きしまして、そういったもの

もまた確認していただいて、３回目に来られると

きには、そういったものは全くないので申請しま

すというような方が一般的には多いということで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 恐らく他の自治体でも同

様の手続を踏んで申請がなされるんではないかと

思いますけれども、従来から生活保護の捕捉率の

低さというのが問題とされています。厚生労働省

が、これは2010年に初めて生活保護の捕捉率の推

計というのを公表しています。 

  生活保護基準未満の低所得世帯数の推計につい

てというものですが、これはただ全国消費実態調

査、あと国民生活基礎調査のデータから機械的に

落とし込んで出した数字なので、例えば親族の援

助とかそういった要素が加味をされていないので、

正確な意味での捕捉率ではないと厚労省は説明を

していますが、一つの目安にはなる数字ではある

んですね。 

  これによると、生活保護基準以下の所得しかな

い世帯、これは15％という数字が出ています。だ

から、15％もいわゆる低所得者の方がいて、生活

保護を実際受給している人は1.7％しかいないと

いう、この物すごい乖離があるんですね。 

  これが捕捉率が低いんじゃないかと言われてい

る一つの根拠ですけれども、これは制度があって

も利用しにくいことを物語っている数字です。自

分から申請しないと利用できない、知識や情報の

乏しい人、権利を主張する力の弱い人には不利な

制度、日本人の国民性として生活が苦しくても我

慢する人が多い、行政の世話にはなりたくないと

公的制度の利用を遠慮する傾向がある、こういう

のがそういった背景にあるようです。 

  申請をしないで緊急性を要する場合、行政が職

権で保護する職権保護という制度があるかと思い

ますが、本市における職権保護をした件数の近年

の推移がわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、職権保護

の件数についてご回答いたします。 

  平成29年度７件、平成28年度19件、平成27年度

はゼロ件でした。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 他市の動向はよくわから

ないのでこの数字がどうなのかというのはわから

ないんですけれども、ただ、これは全く極端な例

でしょうけれども、北九州市では毎年、千数百件

の保護開始件数のうち半分が職権保護だそうです。

多分、これは地域的な特性があるので一概に多い

か少ないかというのは判断できないんですけれど

も、そんな自治体もあるよということであります。 

  そこで、本市の保護世帯全体に占める高齢世帯

の割合と扶助費の内訳がわかればお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、保護世帯

のうち高齢世帯がどのぐらいあるかということと、

あとは扶助費の内訳ということで回答いたします。 

  高齢世帯につきましては、平成29年度末757世
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帯のうち472世帯が高齢者の世帯であります。構

成につきましては、62％ほど、半分以上が高齢世

帯であるということであります。 

  扶助金額につきましては、平成29年度の決算額

は生活保護費約18億3,000万が扶助費の額でござ

います。そのうち、大きく分けますと生活扶助費

が４億9,000万、住宅扶助費が２億1,000万ほど、

教育扶助費が450万、介護扶助費が7,200万、医療

扶助費が９億3,000万ということで、扶助費の約

53％が医療費ということになってございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 今、部長、18億3,000万

とおっしゃったんですけれども、17億ではないで

しょうか。 

○議長（君島一郎議員） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） すみません、訂正い

たします。17億3,000万ほどです。申しわけござ

いません。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 高齢世帯が６割というこ

となんですけれども、これは全国平均は５割なん

ですね。そういう意味でいうと、本市は高齢世帯

の比率が非常に多いなというイメージではありま

す。扶助費のうちの医療扶助が53％、これは全国

平均並みなので、５割ぐらいがやっぱり医療扶助

に費やされているということです。 

  一方で、どうしても生活保護の場合、不正受給

というようなことがよく話題に上るんですが、

2015年に厚労省が生活保護における受診誘導の防

止等についてという通知を出していますが、それ

を受けて、本市として何か取り組みもしくは過去

に不適切な事例というようなものがあったのかど

うかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは２点お答え

いたします。 

  まず初めに、生活保護における不適切な受診誘

導の関係についてお答えいたします。 

  こちらのほうは、過去に全国で精神病の患者さ

んを特定の医療機関に不正に受診誘導していたと

いう、貧困ビジネスの事業者が仲介をしていたと

いうことがあったものですから、厚生労働省のほ

うできちっと取り組みなさいということであった

通知でございますが、本市におきましては、こう

いった貧困ビジネスにかかわるような事業者がい

ませんでしたので、こちらについては取り組みは

行っておりません。 

  続きまして、過去に不適切な事例があったのか

については、平成29年度について申し上げますと

２つほどありまして、いわゆる収入申告がなかっ

たということで、これが81件ございました。生活

保護におきましては、働いて得た収入は保護費か

ら引かれるということになっていますので、例え

ば最低生活費が10万円だとしますと、８万円働き

ますと、丸々８万円引かれるわけではないんです

が、モチベーションを保つために控除というのが

ありまして大体９割ぐらい引かれるんですが、そ

ういうのを隠していた事例が81件ございました。 

  あと、こちらの生活指導をかけていた保護受給

者が、再三再四にわたりまして、生活指導をかけ

ているのにそれに従わなかったという例が14件ご

ざいました。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） ちなみに、厚生労働省に

よると、2015年の数字ですけれども、生活保護の

不正受給総額というのが出ていまして、これ170

億円なんです。これは保護費総額の、わずかとい
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う言い方が適当かどうかわからないですけれども、

0.45％なんですね。それもほとんどが申告漏れレ

ベルが大半だということで、悪意のあるものはほ

とんどないよということなんでしょうけれども、

それに引きかえて、毎年、個人所得税においては

1,000億以上が申告漏れを指摘されて追徴されて

いる現状があります。 

  それに比べればそれほど大きな額ではないのか

なという印象を持つんですが、そもそも生活保護

費の扶助費というのは４分の３が国費で賄われて

いるかと思います。これは全額、国が負担すべき

という議論も多いようですけれども、今は４分の

３、残りの市の負担が４分の１ということですけ

れども、状況によっては県が負担する例があるか

と思いますが、本市として昨年度29年度で県が負

担した件数、金額があるのかどうなのかお聞きい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、昨年度、

県が負担した扶助費の金額ということでお答えい

たします。 

  これは、生活保護法で73条というものに当ては

まりまして、住居の根拠のない方については県で

見るよということで、いわゆるホームレスのよう

な方を保護した場合に４分の１は県が負担してく

れるというものでございますが、平成29年度の実

績といたしましては30人で、扶助費の金額にしま

しては１億1,800万円ほどございました。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 県が１億円ちょっと負担

していますということです。 

  ちょっと誤解を恐れずに申し上げますと、昨年

の本市の生活保護の扶助費、これは先ほどありま

した17億円ですね。これの４分の３を国が負担し

ていますとほぼ約13億円、残りの４億円が本来市

が負担すべき金額だと思いますが、そのうちの１

億はでも県が負担していますということであれば、

市のいわゆる持ち出しは３億円です。決して少な

い額ではありません。 

  ただ、３億円が市の財源ですよね。３億でほぼ

1,000人ぐらいの方が受給しているわけですから、

ちょっと考え方が違うかもしれませんけれども、

３億円を1,000で割ると30万円なんですね。30万

円で1,000人の生活を支えていると、ある意味で

すね。例えばというか、本当に食べるものもなく

て困っているような方とか、病院に行きたくても

行けないような方、住むところもままならないよ

うな方の生活を30万円で１年間支えられる、裏返

して言えばそういうことだと思うんです。 

  そうであれば、これも誤解を恐れずに言います

と、もう少しアンテナを広くして、決してハード

ルを下げるということは当然できないでしょうけ

れども、捕捉率のアップのために門戸を広げる、

必要があるという言い方もちょっと語弊があるか

もしれませんが、そういうふうに僕は思うんです

ね。 

  住んでいるところによる地域間格差によって本

来受けられるサービスが受けられないということ

は非常に不幸なことなので、そういう観点からす

ると全国平均並みぐらいの人数を捕捉するのが妥

当かどうか。全国平均並みというと倍以上の人数

になっちゃうので、多分、今920だけれども、そ

れが1,900という数字なのでちょっと現実的じゃ

ないので、そうであれば県の平均値が1.1ですか

ら、そうすると1,200人ぐらいでしょうか、その

ぐらいまで捕捉率を高めることは考えられません

か。 

  僕はそんな考えはおかしくないなというふうに
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思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 30万円で1,000人の

方が面倒見られるというような、確かに私、そう

いう数字の見方をしたことがなかったものですか

ら、ちょっと発想としてはおもしろい見方かなと

は思っているところであります。データとしては。 

  ただし、生活保護といいますのは、生活保護法

に、全ての国民に対しまして必要な保護を行い、

最低限度の生活を保障するということで規定され

てございまして、適用すべき人にはきちんと適用

するよということできちんと、うちのほうは別に、

保護率が低いからといってうちのほうの基準が特

に厳しいというわけではございませんで、国の定

めた基準を粛々と実行してはおりますので、特に

低いということに対して厳しいんじゃないかとい

うことは決してございませんので、結論から申し

上げますと、基準をきちんと適正に守って実施し

ていきたいということで考えてございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 一応意見としてお聞きい

ただければと思いました。 

  いわゆる携わっている職員の方ですね、ケース

ワーカーを初めとした。今後、長寿化に伴って間

違いなくこういった保護が必要とする人がふえる

というふうに予想されます。そういった人たちを

支えるケースワーカーの仕事というのはますます

重要になると思います。 

  そこで、本市の保護世帯を担当するケースワー

カー及び査察指導員の平均年齢や資格の取得状況

など、属性を教えていただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 生活保護担当者の実

態ということで回答させていただきたいと思いま

す。 

  本市の生活保護、社会福祉課保護係というとこ

ろで生活保護を担当しているわけでありますが、

その係は係長を含めて12名おります。その中にケ

ースワーカーが９名、ケースワーカーを指導いた

します査察指導員が２名、あと経理担当者が１名

でございます。平均年齢につきましては34.3歳で

あります。 

  資格につきましては、経理担当を除きまして、

査察指導員、ケースワーカーについては社会福祉

主事でなければならないということで法律で決ま

っておりまして、その社会福祉主事の資格としま

して社会福祉任用資格というものがございまして、

この社会福祉任用資格はどういう人がなれるのか

ということで、おおむね３つの種類がございます。 

  １番目としましては、社会福祉士か精神保健福

祉士の方か、それとも大学などで厚生労働大臣が

指定する例えば心理学とか教育学とか福祉学とか

そういったものを３科目取っている人であれば社

会福祉主事任用資格というものに該当するよとい

うことになっているんですが、そういういうもの

が一つ。 

  あともう一つとしましては、養成機関で研修を

受けて合格した者ということで、私どものケース

ワーカーの内訳としましては、この３科目を取っ

ているものが９人、いわゆる３科目主事といって

いるんですが、その方が９人と、あと社会福祉士

が１名と、もう１名は今、無資格でやっているん

ですが、この方についてはことし配属になった方

で、今現在まさに養成機関、神奈川のほうに行っ

て研修を受けて、ことしじゅうに勉強して試験を

受けて合格して取るということで、見込みとしま

して養成機関は１名になるのかなということでご

ざいます。 
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○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） ほとんどの方が資格を取

得されているということで、全国的な実態を調べ

ますと、全く無資格でそういったケースワーカー

についている自治体というのが相当数あるようで

すけれども、本市においてはほとんどの方が資格

を取得されているということは非常にいいことで

はないかと思います。 

  ただ、やはりこういった問題を抱えた人との対

人折衝の仕事というのは非常にストレスが高いと

いうか、大変な仕事であると思うんです。自治体

によっては、一般で採用した人でなくて福祉枠で

採用した人を専門的にその職につけてずっと転勤

もなく面倒見るというか、仕事をするというとこ

ろも幾つかあるようですが、本市の場合はいわゆ

る通常の職員と同じで、通常の人事ローテーショ

ンに従って異動してしまうということなんですよ

ね。 

  だからそういう意味では、先ほど平均年齢をお

聞きしましたけれども、30歳代前半ということは

非常に若い方が多いですね。民間で同じような問

題のある人との折衝をする仕事、例えば銀行です

と債権回収なんという仕事がありますけれども、

債権回収チームというのはほとんどがいわゆる経

験をずっと積んできたラインを外れた人かもしく

は中途採用、それなりのキャリアの人を中途採用

してそういう仕事をしているチームがよくあるん

ですけれども、そこはもうみんな50代、60代、お

じさんの固まりですよね。保険会社の例えば対人

賠償の示談交渉するチーム、これも全くしかりで、

いわゆる中途採用者もしくはリタイアしたような

ラインから外れた人です。ここもやっぱり50代、

60代、いわゆるプロパーの新入社員というか若い

社員なんというのは、経験を積ませるために１人

いるかいないかぐらいなんですね。 

  そういう意味では、ケースワーカー、30代前半

の方が担って、それももちろん資格を持っている

から専門性はあるんでしょうけれども、ずっと10

年20年勤めるわけでもなく、いつかは転勤してし

まうというような立場で仕事をしていたときに、

果たしてちゃんとしたというか、市民に寄り添っ

た形での仕事が成就できるかどうかというと、な

かなかそうじゃないんじゃないかな、かわいそう

なんじゃないかなというふうには思うんですね。 

  これは収税部門なんかの人に対しても言えるか

もしれませんけれども、そういう意味で、例えば

再任用の方が１名いるということを前にお聞きし

ましたけれども、当然、再任用の方は経験も豊か

で行政に通じている方ですから、再任用の方をも

っと配属させるほうが私はいいんではないかとい

うふうに思いますが、それについてお考えをお聞

かせいただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、再任用の

方を配置してはどうかということに対してご回答

いたします。 

  議員ご指摘のとおり、生活保護のケースワーカ

ーの仕事といいますのは保護を受給している方に

対して生活指導というものを行いますので、受給

者が生活指導に従順に従ってくれる方であればそ

れはそんなに問題はないんですが、中にはやはり

いろいろな方がいらっしゃいますので、議員ご指

摘のように人生経験、こういったものが大きく物

を言うときがございます。 

  そういったことから、再任用については、議員

の提案のとおり確かに再任用を採用するというこ

とはいいことなのかなということで考えているん

ですが、ただし、査察指導員とケースワーカーに

なるのには、先ほど申し上げましたように社会福
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祉主事の任用資格というものが必要になりますの

で、全ての方が対象にならないというのがちょっ

と残念なところであります。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０３分 

 

再開 午後 ３時１３分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 再任用は難しいという話

を先ほどしていたかと思いますが、先ほど申し上

げたように資格がなくても実態としては仕事をし

ているケースはよくありますが、それがまずいと

いうことであれば研修等を受けて資格が取れない

わけではないと思うので、今後ちょっと検討して

いただければと思います。 

  次に、昨年、神奈川県小田原市で、生活保護の

担当の職員が10年以上にわたって、60名ぐらいが

関与して、胸のエンブレムに「保護なめんな」と

いう文字の入ったジャンパーを着用して仕事をし

ていたなんという、これはとんでもないことだと

思いますけれども、そういうのが問題になりまし

た。そのほかにも、同様の文字の入ったポロシャ

ツとか携帯ストラップ、Ｔシャツ、マグカップ、

ボールペンなんかもあったそうですが、ガバナン

スがどうだったのかなと心配になっちゃうぐらい

のことですけれども、これに関してはどんな見解

をお持ちでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、小田原市

のジャンパー問題に関しての見解ということで回

答させていただきたいと思います。 

  胸に威圧的なマークをつけていたということで

すが、やはり相談に来られた方とか保護受給者に

対しまして配慮を欠いた不適切な事例であったの

かなということで感じてございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 当然糾弾されるべきこと

で、世間的にも大変バッシングというかあって、

それ以来、市を挙げて改善に努めているというこ

とで、それは当然なんでしょうけれども、一つだ

けこれはいいんじゃないかと思ったのは、それ以

来、小田原市では、いわゆる生活保護の対象者に

対しては受給者という言い方をしていたんですが、

本市もそうだと思いますけれども、それを機会に、

受給者というのは余りにも上から目線だというこ

とで、利用者に変更しましょうということで全て

利用者というふうに変えたそうです。 

  そもそもいわゆる憲法25条の生存権が認められ

ていて、「すべて国民は、健康で文化的な最低限

度の生活を営む権利を有する」ということがあり

ますので、そういった権利を利用する方々という

ような目線から利用者というふうに変えたという

ことですが、そういうことは別にまねしてもいい

んじゃないかというふうに思いましたが、本市も

利用者というふうに変えてはいかがでしょうか、

見解をお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 利用者ということで、

変えたほうがいいんじゃないかということにつき

ましては、今後、福祉事務所内部で協議して検討

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 生活保護に対してもう一
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つだけ再質問をします。 

  いわゆるリバースモーゲージ、居住用不動産を

担保にそれを生活費に充てるというものですけれ

ども、民間の金融機関も最近扱うところが非常に

ふえてきて、生活保護の対象者に対してもそうい

う制度があるということで僕は初めて知ったんで

すが、本市においてもそのリバースモーゲージを

利用している利用者もいるのかどうかお伺いいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） リバースモーゲージ

を利用された方ということで、毎年はいないんで

すが、昨年度１件ということでございました。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） これは考えようによって

は、恐らく持ち家をお持ちになっている方が、例

えば将来その持ち家なり土地なりはかなりの確率

でいわゆる空き家、空き地であったり、所有者不

明土地になる可能性が高いと思うんですね。リバ

ースモーゲージという形でその不動産を管理して

おけば、これは将来その方が亡くなった後もそう

いった形にはならないので、空き家対策としても

リバースモーゲージというのは有効だと思うので、

基準もあるんでしょうけれども対象者はそれなり

にいるかと思うので、ぜひ積極的に今後働きかけ

てみてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） リバースモーゲージ

については全く議員おっしゃるとおりでございま

して、ただし条件がございまして、不動産の評価

額が500万円以上ということにはなっております

ので、当然500万円以上ある方についてはうちの

ほうも積極的に検討はしているところでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） わかりました。 

  さきの国会で自立支援法が改正をされました。

それにより生活困窮者を支えるための取り組みが

強化されましたが、本市の自立支援制度への取り

組みと成果をお伺いできればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 自立支援制度につき

ましては、私ども平成27年度から始めておりまし

て、メニューが６つあるうち４つ行っております。

具体的に申し上げますと、自立相談、家計相談、

学習支援、住宅確保ということで行っております。 

  それで、成果につきましては、この制度自体が

生活保護に至る以前の方を生活保護にならないよ

うに救おうという制度でございまして、こういっ

た事業をやることによりまして生活保護に至る人

が少なくなったのかなということで認識しており

ます。 

  また、学習支援につきましては、本市では中学

生を対象にして学習支援を行っているんですが、

過去３カ年のうち、受けました中学校３年生が全

て高校に合格しているという成果がございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） わかりました。 

  それでは、⑵について再質問をさせていただき

ます。 

  今後、大介護時代が到来すると言われています

が、介護離職に対する本市としての見解と対策を

お聞かせいただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 介護離職に対する見

解と対策ということで回答させていただきます。 
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  今般、少子高齢化ということで、１人の親に対

する子どもが少ないということが言われています

が、当然、子どもが少ないとなると１人の子ども

に親の介護の負荷がかかってくるということで、

今後ますますこういった状態が大きくなってくる

のかなということで考えてございまして、介護離

職に直面する方も今後ふえてくるだろうというこ

とで考えてございます。 

  そうした中、行政といたしましては、離職とな

らないように、介護サービスの積極的な支援をし

ていく必要があるのかなということで考えてござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） それでは、本市の今後本

格化する施設不足に対する見解と対策をお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 施設不足に対する考

え方ということで、本市も高齢化率、先ほど全国

よりちょっと低いということでお話ししましたが、

これが2025年になりますと全国とほとんど同じに

なってきて、いよいよ本市も高齢化率が一気に加

速してくるのかなということが予想されまして、

長期的に考えますと、一番ピークになるのが2042

年ぐらいがうちのピークになって、高齢化率が４

割近くになるのかなということで、当然、議員ご

指摘のように施設不足も予想されるのかなという

ことで考えてございます。 

  そういったことから、３年に一度策定しており

ます高齢者福祉計画というところで必ず将来の施

設に対する見込み量を計算いたしまして、どうい

った施設が少ないか、あとどういった施設が要望

が多いかというような調査をいたしまして、それ

に対応して、なるべく将来、施設不足が起こらな

いようにということで整備計画というものを計画

してございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） それでは、介護職の処遇

改善が言われて久しいですが、本市の介護職の処

遇改善が適切に運用されて実際の処遇改善につな

がっているのかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、介護職の

処遇改善ということについて答弁をさせていただ

きます。 

  本市の全ての介護職の処遇改善が確認できてい

るかということになりますと、全てはできており

ません。市が監督権限を持つ事業所のみが監査で

きることになっておりまして、そこの部分で確認

ができていて、また確認ができるものが、介護職

員処遇改善加算というものが唯一確認できるもの

でございます。 

  この加算につきましては、かいつまんで説明申

し上げますと、介護職員の安定的な処遇改善を図

るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善

に当てることを目的としたものでございまして、

条件としましては、職位職責、職務内容に応じた

任用要件と賃金体系の整備をしているということ

と、あとは資質向上のために計画を策定したり、

あとは研修会を実施したりとか、そういった条件

をクリアしている事業所が適用できるということ

で、市が指導権限を持ちます事業所115件のうち

89件がこの加算を利用しているということで、全

ては確認できていなんですけれども、一部分では

改善は図られているのかなという感じで捉えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 
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○３番（田村正宏議員） 行政への申請とか申告が

非常に煩わしくて、煩わしいという言い方はあれ

でしょうか、そういった形でなかなか申請したい

んだけれどもできないみたいな話を聞いたことが

あるので、もしそういうことがあれば非常にそれ

は不幸なことなので、市としても積極的に告知と

いうかサポートしていただければと思います。 

  それで、介護費の地域格差ということでちょっ

とお聞きしたいんですが、65歳以上の介護費用の

被保険者ですね、本市の第１号被保険者当たりの

給付費と要支援・要介護の認定率、あと施設です

ね、有料老人ホーム、サ高住、介護保険施設など

の高齢者向け施設、住まいの整備状況についてお

伺いできればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは３点ご回答

いたします。 

  まず初めに、第１号被保険者の１人当たりの給

付費ということで、これが年間、那須塩原市の場

合20万6,000円ということになってございます。 

  続きまして、２点目の要介護認定率につきまし

ては、本市は14.7％ということに、これは平成28

年度現在です、になっております。 

  最後に、高齢者向けの施設の住まい状況の整備

ということで、那須塩原市におきましては、高齢

者用の施設ということで特別養護老人ホームや老

人保健施設、サービスつき高齢者向け住宅、介護

療養型のもの、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、

養護老人ホーム等を数えますと、全ての定員とし

まして1,610人が入れるということで、これを65

歳以上の人口で割りますと、65歳以上の人口が平

成30年４月現在が３万340人ですので、これの割

合でいきますと5.3％ということになっておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） なぜこれをお聞きしたか

というと、こういったデータについては厚生労働

省が非常に細かい資料を月次で出していまして、

それを見たときに、今、第１号被保険者当たりの

給付費は20万6,000円でしたでしょうか、これは

ちなみに平成28年度、おととしになりますが、全

国平均は25万2,000円なんですね。島根県、ここ

は30万円で47都道府県で１位なんですけれども、

47都道府県中47位が埼玉県で、ここが20万円なん

ですよね。栃木県はちなみに下から４番目、47番

中44位で22万円ぐらいかな。本市の20万飛び台と

いうのは、多分これは県の数字に置きかえると47

都道府県中46位ぐらいのレベルです。これがいい

悪いということじゃなくて、非常に少ないですね。 

  同じように住まいの整備状況も詳細が出ていて、

これがやはり栃木県の数字は47都道府県中45位で

すね。先ほどおっしゃっていた那須塩原は5.飛び

台、ここに僕が持っている数字は平成25年なので

５年前なので、多分恐らくそこからどの都道府県

も施設はふえているので比較はできないんですけ

れども、非常にこれも低いということが言える数

字なんです。 

  要介護認定率も低くて、先ほど市は14.7％とい

う回答でしたけれども、全国平均が18％です。那

須塩原が14.7、栃木県は15.6なんですね。栃木県

は、やはりこれも47都道府県中43位ぐらいかな。

それで15.6だから、この市の14.7というのを県に

置きかえると、やはりまたこれが埼玉県に次いで

ワーストツーというか、46位になっちゃうんです

ね。 

  だから、何でか原因はよくわからないんですけ

れども、これをはたから見たときに、栃木県は非

常に暮らしやすくてストレスもなくて空気もいい

し、介護にならないよね、みんな健康でいいねと
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いうふうに見る人は余りいないと思うんです。例

えば東京圏の人で移住を考えているような人がも

しこんな数字を目にしたり耳にしたときに、自分

たちの老後は大丈夫かしらと、介護サービスが十

分に受けられるのかなと、安心して老後が暮らせ

るのかなという視点で見ると思うんです。結局、

東日本で毎年、移住したい県ランキングなんか出

ていますけれども、常に双璧でワン、ツーが長野

と山梨なんですね。やっぱりじゃ山梨にしようと

かやっぱり長野にしようとかということになると

思うんです。 

  だから、これは余りほうっておける数字じゃな

いんだけれども、原因とかその辺の背景がよくわ

からないので、これは一回、部局横断的な形で総

合的に、何でなのかとかどうしようかというよう

なことで考えたほうがいいぐらいの数字ではない

かと私は思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 今、数字が低いとい

うことに対しての見解でございますが、本当に原

因が私もよくわからなくて、かえってお聞きした

いぐらいなところがあるんですが、個人的に思っ

ているのは、先ほど申し上げたように、平均年齢

の若さとかそういったものも若干関係はしている

んじゃないかということでございます。 

  ただ、先ほどの生活保護でも申し上げましたよ

うに、認定に対する基準というものは全国一律で

すので、特に栃木県が認定が厳しいとか特に那須

塩原市が厳しいということは決してございません

ので、本当の低さというのは今後よく県なんかに

聞いたりとか、あとデータを分析したりとかして、

詳細は把握していきたいなということで考えてご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） ぜひ危機感を持って当た

っていただければと思います。 

  次は⑶の再質問です。 

  セーフティーネットとしての市営住宅というこ

とですけれども、市営住宅は前々から、新規に建

設するということはもう考えていないということ

ですから、それが現実的でないとすれば、将来の

セーフティーネットとしての住宅についての本市

の考えをお聞かせいただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 将来のセーフティーネッ

トとしての住宅についての見解ということでござ

いました。 

  まず、現在の市営住宅についてちょっとお話を

させていただきたいと思いますが、先ほど保健福

祉部長が、生活保護の利用者の世帯率として

0.8％とお答えしていたと思いますが、実は、市

営住宅全入居戸数に占めます生活保護利用者の世

帯数は6.36％でございました。 

  これは、１回目の答弁で市長が申し上げたとお

り、高齢者に限らず住宅に困窮する低所得者とい

うところに関係がございまして、低所得というこ

とで市営住宅に入居していただいた、その方が年

齢を経るごとにずっと長くいらっしゃるという傾

向が強くて、急に所得がアップするわけではあり

ませんので、そういう意味では、明らかに低所得

者に対するセーフティーネットとして現在、市営

住宅が機能しているんだろうというふうに思って

おります。 

  また、高齢者につきましても、ちょっと入居者

に占める高齢者の割合を調べてみたところ、平成

29年度に市内の高齢者率を初めて市営住宅の高齢

者率が上回った、逆転したというような状況もご

ざいました。 
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  将来、議員ご指摘のとおり、市内に、しかも居

住誘導区域等に市営住宅を新たに建てるのかとい

うのは、これはちょっと無理なことだろうという

ふうに考えておりますけれども、現在の入居率が

どんどん下がっておりまして、入居募集をしてい

て、その数に対する入居率が77.5％ということで、

２割以上まだ余裕がございます。という面では、

今までも、そしてこれからも当分の間、市営住宅

がセーフティーネットとしての役割を果たしてい

くんだろうというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 承知をいたしました。 

  ことしですか、住宅セーフティネット法が改正

されていますが、この運用というのは本市にとっ

ても有効ではないかと思うんですが、そこはいか

がでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 改正住宅セーフティネッ

ト法に関しましてですが、この法律の制定の背景

をちょっと考えてみますと、全国の公営住宅に対

する応募率を見てみますと、全国平均が5.8倍で

した。東京近辺の４つの都県では15.5倍、東京都

においては22.8倍という公営住宅に対する応募率

でありました。つまり、多分、住宅の手当てが必

要な方に対して公営住宅がそれに応えていないと

いうことがこの住宅セーフティネット法の制定の

理由だったのではないかなというふうに考えてお

ります。 

  先ほどお答えしたとおり、まだ市営住宅には余

裕があってセーフティーネットとしての余裕があ

るということですので、今すぐにどうこうという

ことにはならないんだろうと思います。しかし、

遠い将来にはこの制度はやはり有効なんだろうと

私どもも考えております。市営住宅がどんどん老

朽化していって、市営住宅をつくらないという形

でずっと進むと思いますので、そうなりますと現

在３割程度の空き率があるという、民間にその役

割を分担していただいて、それに対して補助金を

出すというスタイルというのが非常に有効なんだ

ろうというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） あと一つだけですね。 

  立地適正化計画にセーフティーネット住宅の位

置づけを盛り込むとかいうようなことをしたら将

来的に何か効果があるような気がするんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 新たな住宅セーフティネ

ット法を細かく見てみますと、私どもで進めてい

ます立地適正化計画の例えば居住誘導区域とこの

セーフティネット法の対象になる住宅がリンクし

ているわけではないということもございますけれ

ども、先ほども申し上げましたけれども、民間の

住宅の利用という点、それから例えば市が独自に

インセンティブとして居住誘導区域内の民間住宅

に対して、セーフティネット法を使った国・県の

補助以外にも市がそれについてやるとかというよ

うな方法をとれば、これは効果的なんだろうとい

うふうに私どもも認識しております。 

  ただ、今現在、市営住宅がそういうことであき

があるということなのですぐにということにはな

りませんが、この制度は立地適正化計画にも効果

があるというふうに判断はしております。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） わかりました。それでは

よろしくお願いします。 

  ⑷最後のところの再質問させていただきます。 

  今後、長寿化によるいわゆる買い物難民の激増
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が予想される中、フードバンクの重要性はより一

層高まると思われます。公益財団法人日本フード

バンク連盟の認証要件を満たして活動していると

ちぎボランティアネットワーク傘下のフードバン

ク大田原との連携を強化する必要が私はあるかと

思いますが、見解をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） フードバンクととち

ぎボランティアネットワークとの連携の強化とい

うことで答弁させていただきます。 

  本市でのフードバンクの利用窓口は社会福祉協

議会が担ってございます。今後の連携強化につき

ましては、とちぎボランティアネットワークの活

動等を注視しながら必要に応じて連携を図ってい

きたいということで考えてございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） フードバンク大田原は、

県北のエリアをカバーしているわけですが、非常

にエリアが広いですね。活動が非常に制約をされ

るということで、実効性を高めるために本市内に

拠点を設ける必要があると私は思います。市とし

ても関与すべきだと思いますが、多分、今と同じ

ような答えが返ってくるのであれですが、ちなみ

に私と星議員と今回２度ほど、そのフードバンク

大田原の代表の方とお会いをしていろいろお話を

聞きました。 

  フードバンク大田原は、実際に携わっている方、

ボランティアの方は何人かいるんでしょうけれど

も、実際には高齢の方３名でやっているんですね。

その方が大田原から那須町だ、板室だ、塩原だ、

矢板だというところに、いわゆる緊急性のあると

いうか、そういう電話が入ってくるわけですね、

何か食べるものないのかということで。それを運

ぶわけですけれども、物すごい距離が、例えば往

復100㎞ぐらいあったりする場合もあって、ガソ

リン代が高騰している折に非常に負担、全部持ち

出しですから非常に大変な思い、やめたいという

ようなこともおっしゃっていました。 

  そんな意味でも、これはもっと行政としてかか

わるべきなんじゃないかなというふうには思った

んですが、その方は子ども食堂もやっていますし、

いわゆる食材の調達から管理から配達から全て３

人、４人で回しているんですね。多分これは近い

うちに立ち行かなくなるんじゃないかというふう

に思います。人が足りないんだよ、誰でもいいか

ら手伝ってくれないかなということをおっしゃっ

ていましたけれども。ちなみに、食材の倉庫は大

田原市の市有の施設を無償で借りているんだなん

ということもおっしゃっていましたけれども、非

常にセーフティーネットとしての役割を果たして

いるので、保護を受けられないような方、本当に

深刻な状態の方のいわゆる命綱になっている状況

の中で、もうちょっと関与していただければと思

います。 

  それで、食品ロス削減推進法案という法律がさ

きの国会で成立をする予定、公明党が議員立法で

出したんですけれども、ちょっと日程の犠牲にな

って成立しなくて、恐らく次回の国会では成立を

するんではないかと思うんですが、そこには、都

道府県と市町村が削減推進計画を策定し対策を実

施というようなことと、またフードバンクの活動

支援というふうにうたわれています。こういった

法的な根拠があれば行政も民間との協力がしやす

くなるというふうに思いますが、その点に関して

はいかがお考えでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 食品ロス法案につい

ての件について答弁いたします。 
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  食品ロス法案の内容というものがまだ私どもは

っきりはわかっていないところがあるんですけれ

ども、行政も議員おっしゃったように協力がしや

すくなるということで、そこの点だけは聞いてご

ざいますので、フードバンクについては、今おっ

しゃられたように、生活困窮者の方にすぐ食品を

届けられるということで非常に公共性の高い事業

であるということで考えておりまして、そういう

ところに協力ができるということは非常に意義が

深いということで考えておりますので、法案の内

容が出てからよく内容を検討してみたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） ぜひ前向きにというか、

そういう方向で話を進めていただければと思いま

す。 

  最後になりますが、いずれにしても、繰り返し

になりますけれども、長寿化というのはもう避け

られない状態ですね。とめようもありません。現

実的に今、日本の中で100歳以上の方は７万人い

らっしゃいます。これが2050年には50万人とも

100万人とも言われています。もう一方、先進国

で今世紀に生まれた子どもたちの７割が100歳以

上長生きするというデータがあります。当然、先

進国、日本の子どもたちもそうです。 

  そういう大きな流れの中で、行政としてはやは

り地域の暮らしがいかに持続できるかということ

が役割なんだと思うんですね。それとともに、相

対的に恵まれていない人たちに対する施策の優先

順位というのは高めるべきではないかというふう

に思います。 

  そういった意味で、そういう視線で今後も市政

を運営していただくことを切に要望いたしまして、

私の一般質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で３番、田村正宏議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で本日の議事日程は

全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４８分 


